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【最新情報7月号　トピック一覧】
＊内閣府男女共同参画局

・平成25年版男女共同参画白書（6月21日）

　第5章　女性に対する暴力

・配偶者暴力防止法の平成25年一部改正法情報（7月3日）

＊文部科学省

・平成24年度文部科学白書の公表について（7月9日）

・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）の公布について（通知）（7月30日）
　関連）SYNODOS　7月1日

＊厚生労働省

・子ども虐待による死亡事例等の検証結果（第９次報告の概要）及び児童虐待相談対応件数等（7月25日）

・「平成24年児童手当の使途等に係る調査」の結果を公表～使い道と使用金額を調査～（7月29日）

＊ＮＨＫ解説委員室

・時論公論　「貧困の連鎖をくいとめよう　～子どもの貧困対策法　国会へ～」（5月21日）

＊朝日新聞

・ＤＶ防止法を改正　交際中の同居人、対象に（6月28日）紙面で読む
・（暴力とスポーツ）体罰容認、１割の闇　根絶徹底なお時間　高校野球指導者の実態調査紙面で読む
（7月2日）

・現場に「発見難しい」の悩み　「いじめ防止法」成立（7月9日）

・貧困をなくすには　生活保護法改正案の廃案をうけて　３氏に聞く（7月10日）

・不登校生の８７％が高校進学　通信制高校の増加など背景（7月13日）

・虐待疑い３件見送り　子供の臓器移植提供　朝日新聞調査（7月14日）
・（社説）政治家の家族観　変わる現実に向きあえ（7月14日）
・入所少女に淫行容疑　兵庫、知的障害児施設の元職員逮捕（7月16日）

・名古屋市が臨時校長会　中２転落死（7月16日）　

・知的障害児との日々 元教員が自費出版（7月16日）

・中２転落死、尾木直樹さんが分析（7月16日）
・「いじめ」の言葉使わず　神奈川県教委がアンケート案（7月17日）
・「死ね」見聞き２１人回答　中２転落死調査（7月17日）

・小６女児、自殺図り重体　長崎市教委「いじめ要因の一つ」（7月20日）紙面で読む
・長崎の高１男子、昨年７月に自殺　顧問の指導が要因か（7月20日）

・児童虐待、最多６万７千件　昨年度、１０年前の２．８倍（7月25日）

・虐待から子を守れ！　児相は即応体制強化、途切れぬ通報（7月25日）

・親の心、震災の影　児童虐待、被災地で深刻化(7月26日)紙面で読む
・しずかちゃん入浴は児童ポルノ？　新規制案巡り賛否交錯（7月27日）
＊毎日新聞

・くらしナビ・ライフスタイル:暴力や放任から一時保護「子どもシェルター」　心身休め「今後」考える場(6月29日)

・くらしナビ・学ぶ:いじめや体罰、第三者委に多くの課題　真相究明に疑問符(7月1日)

・たまてばこ:同性愛「一人じゃない」（7月3日）

・課題に挑む:スクールソーシャルワーカー　負の循環生む人材不足（7月8日）

・ヘイトスピーチデモ:無関心が生む差別　外国人記者に聞く(7月10日)

・性暴力救援センター和歌山:県立医大病院内、きょう開設　専用電話も　／和歌山（7月16日）

・名古屋・中２飛び降り:勇気持って話して　西尾いじめ自殺生徒の父、大河内祥晴さん（7月18日）
・広島・呉の少女遺棄:逮捕の１少女、虐待受け生活保護　１Ｋで共同生活(7月20日)
・児童虐待:被災地で増加率高く　福島沿岸部は過去最多に（7月28日）

・児童虐待:被災地で急増　失職…児童に矛先　避難先でも、孤立の末に首絞め（7月28日）
＊読売新聞

・子どものニュースウイークリー　国際結婚で生まれた子　守る（7月2日）

・夢の扉開くシェアハウス（7月1日）

・いじめ・体罰への対応盛り込む・・・・　文部科学白書（7月9日）

・アンケに「いじめと書くな」と指導した女性教諭（7月10日）

・青少年のオンライン活動実態に関する調査結果（7月10日）

・女性教諭、男子児童の回答も加筆・・・栃木いじめアンケ（7月12日）

・性犯罪相談センター拡大、窓口一元化で二次被害防止（7月12日）

・虐待児、親に戻すか・・・苦悩の児相、案件も山積（7月25日）

・社会保障ナビ　里親制度の支援強化（7月30日）

・学校に調査組織　結果報告（7月16日）いじめ防止　初の法律＜子どものニュースウイークリー＞
・財政に限り、いじめ防止体制づくり課題（7月17日）

・成年被後見人、3832人の選挙権（7月19日）

*産経新聞
・「子どもの貧困対策」法律制定で教育支援にも期待　渡辺敦司（7月11日）
＊内閣府男女共同参画局
・平成25年版男女共同参画白書（6月21日）
　第5章　女性に対する暴力

http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h25/zentai/pdf/h25_genjo3.pdf
・配偶者暴力防止法の平成25年一部改正法情報（7月3日）
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律」が平成25年6月26日に成立し、同年7月3日に公布されました。なお、施行日は平成26年1月3日となります。
今回の改正によって、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象とされることとなります。
また、法律名が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改められます。
http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/dv2507.html
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第31号、最終改正：平成25年法律第72号）
http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/dv2507pdf/dvhou.pdf
・新旧対照表

http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/dv2507pdf/dv04.pdf
・Ｑ＆Ａ

http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/dv2507pdf/dv05.pdf
＊文部科学省
・平成24年度文部科学白書の公表について（7月9日）
平成24年度文部科学白書は、第1部特集1：教育再生の実行に向けて、特集2：安全・安心な教育環境の構築、特集3：世界にはばたくチームジャパン！、第2部：文教・科学技術施策全般の年次報告、の2部構成。

＜特集2　安全・安心な教育環境の構築＞
子供たちが安全・安心な環境で教育を受けられるよう、いじめ・体罰等の課題への対応を徹底するとともに、東日本大震災を踏まえて学校施設の耐震化や防災教育等を推進。さらに、学校・家庭・地域の連携による社会総がかりで子供を育てていく体制づくりにより、それらの取組をより一層推進。http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/07/1337617.htm
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）の公布について（通知）（7月30日）
　http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1338278.htm
　関連）SYNODOS　7月1日
　障害者差別解消法案は内閣府を中心に作成されました。その作成時には、内閣府差別禁止部会が2年ほど議論を重ねて作成した意見（2012年9月14日）がふまえられました。この差別禁止部会は、障害者団体代表、障害当事者、新聞社の論説委員、作家、弁護士、研究者など、さまざまな人々から構成されました。オブザーバーとして、日本経済団体連合会、日本商工会議所の代表が参加しました。
 

2013年4月26日の閣議決定によって、障害者差別解消法案は国会に上程されました。法案は衆議院では、5月29日に内閣委員会（衆内閣委）で可決され、5月31日に本会議で可決されました。そして参議院では、6月18日に内閣委員会（参内閣委）で可決され、6月19日に本会議で可決されて、原案のまま成立しました。なお、衆内閣委と参内閣委で、それぞれ附帯決議が採択されました。

この法律は、2016年4月から施行されます。参内閣委で、政府参考人は、施行までの3年間のスケジュールをつぎのようにのべています。まず、政府の基本方針は、おそくとも2013年度内にとりまとめられます。それから1年以内にガイドライン（対応要領、対応指針）が作成されます。そして、施行までに1年程かけて法律の周知徹底がはかられる予定です。

 

【法律の目的】
Q2　障害者差別解消法は、なにを目的にしているのですか？

この法律は、共生社会の実現をめざしています。もうすこし詳しくいいますと、この法律は、差別解消措置や差別解消支援措置などをつうじて差別の解消を推進しようとする法律で、それによって共生社会の実現に役立つことを目的にしています。そのため、この法律は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」と名づけられています。

条文（1条）をみると、この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的にする」とさだめられています。

 

【法律の位置づけ】
Q3  障害者差別解消法は、どのように位置づけられますか？

この法律は、障害者基本法4条の差別禁止規定を具体化する新規立法として位置づけられます。日本国憲法や障害者基本法等の現行法だけでは障害差別を効果的に解消することができなかったため、このような新規立法が必要となったのです。また、この法律は、障害者権利条約の批准にむけた国内法整備の一環としても位置づけられます（衆内閣委と参内閣委の附帯決議を参照）。

Q4  障害者基本法4条は、どのような規定ですか？

本条は、つぎの3つをさだめています。すなわち、障害を理由とする差別等の権利侵害行為を禁止すること（1項）、社会的障壁の除去をおこたることによって権利侵害行為をすることがないように、合理的配慮の提供を義務づけること（2項）、国が啓発と知識普及をはかること（3項）です。これらを一定程度具体化しているのが、障害者差別解消法です。

【法律の構成】
Q5  障害者差別解消法は、どのようにして、障害者差別の解消を推進するのですか？

この法律は、政府の基本方針にそくして作成される、対応要領・対応指針にもとづいて、差別解消措置と差別解消支援措置とを義務主体にこうじさせることによって、障害者差別の解消を推進しようとしています。ここでいう「基本方針」、「対応要領」、「対応指針」、「差別解消措置」、「差別解消支援措置」は、この法律の重要なキータームとなります。この法律の構成は以下のとおりです。

第1章 総則（1条-5条）

第2章 基本方針（6条）

第3章 差別解消措置（7条-13条）

第4章 差別解消支援措置（14条-20条）

第5章 雑則（21条-24条）

第6章 罰則（25条、26条）

附則

 

【障害者の定義】
Q6  障害者差別解消法の保護対象となる障害者とは、どのような人々ですか？

この法律にいう「障害者」は、障害者基本法2条1項にさだめる「障害者」の定義とおなじです。すなわち法律は、「障害者」を「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害又は社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と定義しています（2条）。障害者には、もちろん障害児がふくまれます。そして、参内閣委で、政府参考人は、障害者手帳をもたない難病のある者もこの法律の対象になる、とのべています。

この法律は、1）過去に障害をもっていた者、2）疾患の遺伝的素因ゆえに将来障害がしょうじる可能性のある者、3）実際には障害はないが障害があると他者から誤解されている者、について明示的に言及していません。また、この法律は、4）障害者の関係者（親族、同居者、介助者、事業交流者、文化交流者）を保護対象として明記していません。しかし、1）から4）までの人々も、障害を理由に差別をこうむる場合があることに留意する必要があるでしょう。以上の諸点については、今後の具体的な事例のなかで対応することになるとおもわれますが、基本方針、対応要領、対応指針のなかにもしるしておくべきでしょう。

なお、「障害者」という表記については、さまざまな議論があります。参内閣委で政府参考人は、この法律が「障害者」という表記をもちいている理由を、障害者基本法が「障害者」という表記をもちいており、この法律は障害者基本法を具体化したものである、という点に求めています。

 

Q7　ここでいう社会的障壁とは、どのようなものですか？

この法律にいう社会的障壁とは、障害者の生活に支障をもたらすバリア全般を意味します。この法律は、「社会的障壁」を「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行その他一切のもの」と定義しています（2条）。これは、障害者基本法2条2項にさだめる社会的障壁の定義とおなじです。

 

Q8  政府の基本方針は、なにを目的にしているのですか？

政府の基本方針は、障害者差別解消の推進施策を総合的・一体的に実施することを目的にしています（6条1項）。そもそも障害者差別解消の推進は、各府省横断的な大規模施策です。したがって、この施策は総合的・一体的に推進される必要があります。そこで、政府は、そのための基本方針をさだめるのです（衆内閣委での政府参考人の答弁を参照）。

http://synodos.jp/faq/4699
＊厚生労働省

・子ども虐待による死亡事例等の検証結果（第９次報告の概要）及び児童虐待相談対応件数等（7月25日）
１　子ども虐待による死亡事例等の検証結果（別添１）

　 児童虐待防止法に基づき、虐待による死亡事例等の検証を「社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」で実施。この度第９次報告を公表。
　 対象は平成23年４月１日から平成24年３月31日までの子どもの虐待死事例。
（１）対象期間に発生又は表面化した
　　　　心中以外の虐待死事例は 56例（58人）　（22年度：45例（51人））
　　　　心中による虐待死事例は　 29例（41人）　（22年度：37例（47人））
（２）心中以外の虐待死事例で死亡した子どもの年齢は、０歳が25人（43.1%）と最も多く、３歳未満が39人と約７割を占めている。
（３）地方公共団体と国への提言のうち主なものは、
　　　・養育支援を必要とする家庭の妊娠期・出産後早期からの把握及び支援のための保健機関（母子保健担当部署）の質の向上と体制整備
　　　・児童相談所と市町村における専門性の確保と体制整備
　　　・要保護児童対策地域協議会の活用促進と調整機関の機能強化 

２　平成24年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数

　 平成24年度中に、全国207か所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は66,807件（速報値）で、これまでで最多の件数となっている。 

３　親権に係る制度見直しの施行状況（平成24年度）

　 平成24年４月から、改正民法・児童福祉法が施行され、親権停止制度が創設されたほか、法人又は複数人の未成年後見人が選任できるようになった。
　 平成24年度に全国の児童相談所長が行った家庭裁判所に対する親権停止の審判の申立ての実績は、17自治体で27事例。法人

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000037b58.html
・「平成24年児童手当の使途等に係る調査」の結果を公表～使い道と使用金額を調査～（7月29日）

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000013247.html
＊ＮＨＫ解説委員室
・時論公論　「貧困の連鎖をくいとめよう　～子どもの貧困対策法　国会へ～」（5月21日）
「貧困の連鎖をくいとめよう！」　先週、およそ５００人の若者やひとり親家庭の親などが都内の繁華街を歩いて訴えました。国会では子どもの貧困対策法を作ろうという動きが本格化しています。
　
子どもの貧困を個人の責任としないで、社会の問題として考え、対策に取り組もう。そんな機運が高まってきています。なぜ今、子どもの貧困が問題になってきているのか、そして今、何が必要とされているのか、今夜は考えます。
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まずこちらのグラフをご覧ください。

子どもの貧困率の推移です。年々、増え続けていまして、いまでは１５．７％。６人に１人に上っています。貧困率は、税と保険料を除いた所得をもとに算出します。すべての世帯の中央値、その半分に満たない所得で暮らしている世帯の割合です。ひとり親世帯ですと、月に平均して大体１３万円に満たない所得です。ひとり親世帯では、５０．８％、２人に１人以上が貧困で、先進国で最悪の水準です。
　
子どもの貧困の広がりの背景には何があるのでしょうか。
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主な要因は二つあります。一つは一人親家庭の増加。そして、働く親の所得の減少です。
　
日本の貧困世帯には、他の先進国と大きく違う特徴があります。それは、親が働いているのに貧困に陥っている世帯の割合が高いことです。
　


 

 こちらは一人親世帯の貧困率を他の先進国と比べたものです。親が働いていない場合、各国とも半数前後が貧困状態です。
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一方、親が働いている場合。他の国は軒並み大きく下がりますが、日本だけがおよそ６０％と突出して高くなっています。他の国では、働くことが貧困から抜け出す手段となるのに、日本では働いても貧困から抜け出せない現状があるのです。ひとり親は子育てをしながら仕事もしなければなりません。時間の制約がある中では安定した仕事に就けず、賃金も低くなりがちです。日本の母子世帯の母親は８割以上が働いていますが、働いて得られる年収は平均で１８０万円ほどにとどまっています。
　
背景として、政府の支援策の不十分さも指摘されています。OECD経済協力開発機構は、日本の場合、政府の再分配政策による貧困の削減効果が他の国に比べて圧倒的に小さいと指摘しています。子育て世帯への社会保障の給付が少なく、貧困世帯でも社会保険料の負担が重いことなどがその要因です。働いて得られる所得が少ない上に政府の支援策も十分でない、それがこうした事態を生み出しているのです。
　
いま国会では、子どもの貧困対策に取り組むための法律を作ろうという動きが本格化し、与野党がそれぞれ法案をまとめています。
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ポイントは、子どもの将来が生まれ育った環境によって左右されないよう、貧困の連鎖を食い止める対策に国が本気で取り組むための法律にできるかどうかです。そのためにも、必要なことをただ理念として掲げるだけではなく、給付型の奨学金の創設や、保護者が働いて自立できるようにするための支援など、できるだけ具体的な対策を盛り込む必要があります。焦点は、そうした対策に数値目標を入れるかどうかです。イギリスではブレア政権のとき、具体的な数値目標を掲げることで、貧困の削減を実現させました。実効性を高めるための方策を与野党でしっかり議論してほしいと思います。
　
先週、法律の制定を求めて市民グループが開いた集会で、母親一人で６人の家族を養っている家庭で育つある高校三年生の女子生徒はこう訴えました。

「以前は家計が苦しいから卒業してすぐに就職しようと考えていました。でも、それでは今の貧しい生活から抜け出せません。大学にいって、教育について学んで、それを活かした仕事について、親に恩返しをしたい。子どもが夢を追いかけられる環境を作ってください」。
　
子どもの学力に関する調査では、親の収入によって明らかな差が出ています。貧困家庭の子どもたちの中には、学びたくても学べない、結果として、学びたいという意欲さえなくしてしまう子どももいます。たとえば、給付型の奨学金制度を作れば、短期的には国の負担は増えます。でも、長い目でみれば、少子化が進むなかで、自立した社会保障の支え手を育てることになります。この法案と合わせて審議される予定の生活保護法の見直しで、子どものいる貧困家庭がより厳しい状況に追い込まれる恐れも出ています。それだけに、この、子どもの貧困対策法案の重要性が一層、高まっています。理念を掲げるだけの法律に終わらせてはならないと思います。
貧困対策を急がなければならないのは、子どもたちが置かれた状況が日々、深刻さを増しているからです。

不登校やひきこもり、高校の中退などの背景の一つには、経済的な困窮があると指摘されています。専門家は、親が仕事に追われ、精神的にも追い詰められ、子どもと十分向き合えないなかで、子どもたちが孤立しがちになる。自信を失い、自己肯定感を持ちにくく、意欲や将来への希望をもつことさえ難しくなると指摘しています。それが大人になってからの仕事や家族形成にも影響を与え、まさに貧困の連鎖が心配されるというのです。
　
そんな貧困の連鎖を食い止めるための取り組みが各地で少しずつ、広がっていて、成果を上げつつあります。
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このうち埼玉県は行政が主体となって、地域の人たちを巻き込む仕組みを作って成果をあげています。生活保護を受けている世帯の子どもたちの支援です。６００人に上る大学生のボランティアが登録して、子どもたちのお兄さん、お姉さん役になって勉強を教え、何気ない相談にものってくれます。さらに退職した６０人近い教員に支援員として協力してもらっています。長く子供たちと接してきたベテランの元教員が何度も家を訪ねて教室に誘います。２年間、家に引きこもっていた中学生がこの教室で自信を取り戻し、工業高校に合格したケースもあります。生活保護世帯の高校進学率は１０ポイントあがって、９７％になりました。何より重要なのは、この教室が子どもたちにとって安心できる居場所となり、学校に行けなかったり、ひきこもったりしていた子どもたちが意欲と自信を取り戻し、将来への希望が生まれてきたことです。
　
家計が苦しく、進学をあきらめかけた高校生が奨学金の給付を受けて大学に進学し、親を養えるようになる。ひきこもっていた子供が周囲の人たちの働きかけで「生きる力」を取り戻し、自立への一歩を踏み出す・・。支援を受けて巣立った子どもたちの口から出てくるのは、「恩返しをしたい」、「誰かの役に立ちたい」という言葉です。支援はその子の将来だけではなく、この社会の未来をも明るく灯します。この社会から貧困の連鎖をなくすための対策、それは私たちが今、最優先で取り組まなければならない課題です。（後藤千恵　解説委員）

http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/156282.html
＊朝日新聞

・ＤＶ防止法を改正　交際中の同居人、対象に（6月28日）紙面で読む
　配偶者からの暴力（ドメスティック・バイオレンス＝ＤＶ）から被害者を守る改正配偶者暴力防止法（ＤＶ防止法）が２６日、国会で成立した。これまでの対象は事実婚や離婚後も含めた配偶者からの暴力だったが、同居中またはかつて同居していた交際相手にも広げる。来年１月ごろ施行される見通しだ。 

　ＤＶ防止法は超党派の議員立法で２００１年に成立。被害者の申し立てを受けた裁判所が当事者から事情を聴き、必要があれば加害者に保護命令を出す。命令には、被害者や子、親族らへの接近禁止（それぞれ６カ月間）や住居からの退去（２カ月間）など５種類がある。違反すれば刑事罰の対象になる。被害者の申し立ては昨年１年間で３１４５件あり、このうち２４８２件で保護命令が出た。 

　配偶者間だけでなく、同居の交際相手らによる深刻なケースも目立っている。１１年には長崎県で、一時同居していた元交際相手から暴力を受けた女性の親族が殺される事件が起きた。被害者や支援団体などから保護の対象拡大を求める声が出て法改正につながった。 

　対象拡大について、ＤＶ問題に詳しい打越さく良（ら）弁護士は「一歩前進」と評価する一方で、「警察や司法などの現場で、運用が徹底されるかどうかが重要だ」と指摘する。（見市紀世子）

http://digital.asahi.com/articles/TKY201306260789.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201306260789
・（暴力とスポーツ）体罰容認、１割の闇　根絶徹底なお時間　高校野球指導者の実態調査紙面で読む
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（7月2日）

日本高野連に報告があった不祥事発生件数

　高校野球で、指導者の約１割がいまも「体罰は必要」と考えていることが明らかになった。上級生が下級生を殴るなどの部員間の暴力も絶えない。なぜなのか。 

　「間違った考えの人が、まだそんなにいるのかと。時代の変化にあまりにも鈍感。ショックですね。そんな考えを持っている人がいなくなるまで、いい続けなければならない」 

　大阪市西区の日本高校野球連盟。西岡宏堂・審議委員長は、問題の根の深さにため息交じりだった。 

　日本高野連と朝日新聞社が今春、全国４０３２の加盟校を対象に行った実態調査で、３９３校（９・７％）の指導者が「指導する上で体罰は必要」と答えた。 

　「学生野球は教育活動の一環」と定めた日本学生野球憲章の下、高校野球は暴力やいじめなどに厳しく対処してきた。不祥事を日本学生野球協会に上申して処分する仕組みは１９４６年の同協会設立時から行われている。日本高野連のまとめでは、昨年度までの１０年間で発覚した指導者による部内暴力は３５５件に上る。処分が公表されるため、結果的に他競技より不祥事が目立つ面もある。 

　大阪・桜宮高バスケットボール部の体罰問題などを受け、日本高野連は２月、指導者の体罰や部内の暴力、いじめの根絶を改めて徹底するよう全加盟校に通達。３月の全国理事長会議でも、西岡審議委員長が暴力の禁止を訴えた。にもかかわらず、指導者の約１割が体罰を容認している。 

　６月１８日の日本学生野球協会の審査室会議で、九十九里（千葉）の監督（５０）＝発生当時＝は部員への暴力で謹慎１年となった。昨年、３年生部員に約１・５メートルの近距離からボールを投げつけたりした。何回教えてもうまくならないといった理由だった。複数の部員に「殺すぞ」などの暴言を何度も浴びせたという。５月の審査室会議で謹慎６カ月とされた太子（兵庫）の監督（５２）＝同＝は４月の練習中、捕手の動きが緩慢だとしてヘルメットの上からノックバットでたたいた。捕手は出血し、１～２針縫うけがをした。 

　日本スポーツ法学会理事の望月浩一郎弁護士は、高校野球に限らず、暴力を使う指導者を（１）暴力を使う指導が正しいと確信している（２）正しい教え方を知らず、困難に直面してどうしていいかわからずに手を出す（３）思わずカッとなる（４）気に入らない選手をいじめたいと感じる、の四つに分類する。「特に確信型がどうして育ってしまうかを考えないといけない。指導者育成のあり方に問題があるのでは」 

　■部員間　上下関係、悪循環に懸念 

　部員同士の暴力やいじめも深刻だ。日本高野連のまとめでは昨年度まで１０年間で計１３８２件を数える。 

　春夏の甲子園に出場３７回、優勝計７度のＰＬ学園（大阪）は現在、６カ月の対外試合禁止処分を受けている。２月２３日夜、寮で暴力事件が起きた。 

　日本高野連への報告によると、１年生１人を２年生３人が殴ったり蹴ったりし、１年生は救急車で病院に運ばれた。指示役１人を含む計４人の２年生が、１年生に自分たちをからかうことを強制し、それを理由に暴力をふるった。 

　ＰＬ学園は２００１年にも上級生の暴力で処分を受けた。この時、下級生が上級生の「付き人」として生活の世話などをする過度な上下関係が背景にあると指摘され、野球部寮を廃止。一般生徒と同じ寮住まいにしたが、暴力は繰り返された。「１年生はよく寮の１階ロビーに集合がかかり、しばかれた。理由は掃除ができていないとか、練習での動きが悪いとか」と２０代のＯＢ。「付き人という名はなかったが、１年生には先輩の指導係がいて、その先輩のユニホームの洗濯は１年生がやった」 

　２月の暴力事件で退任した河野有道・前監督は同じ寮に住み、「絶対に暴力はいけない」と口を酸っぱくしてきた。４０代のＯＢは２月の事件前、前監督が「１人でみるのは難しい。さすがに疲れた」とこぼすのを聞いている。このＯＢは、上級生の暴力の背景は他校にも共通するとみる。「試合に出られるか、甲子園に出られるかは人生にかかわる。自分の位置を脅かす下級生を黙らせておこうと、暴力への抵抗感がなくなる」 

　夏の甲子園出場１０回の青森山田では１１年１２月、野球部寮で禁止されている焼き肉をした１年生が、とがめた２年生に暴力をふるわれた後に死亡した。同校による他選手への聞き取りでは複数回の暴力の証言があった。先輩部員を刑事告訴している被害者の両親は「あの日まで、私たちもある程度の暴力は、野球を続けるには我慢するものと思っていた。でも、暴力は子供の精神を傷つけるだけでなく、命まで落としてしまう。絶対に認めてはいけない」と切々と訴える。 

　昨年度の部員による部内暴力・いじめを月別でみると、５、６月が２１件ずつ、１０月が２８件と多い。入学時期と新チームになった秋に上級生が１年生に手を出すケースが増すとみられる。 

　「結局は指導者が考えを改めない限り、上級生の暴力もなくならない」と日本高野連の西岡審議委員長。望月弁護士は部員間暴力について「いじめの要素が指導者の暴力より多いが、『指導してやる』という鉄拳制裁がやはり常識になっている。指示待ち族をつくるだけの暴力では本当の意味で強くならないということを強調する必要がある」と提言する。 

　■寮生活の運営　工夫こらす学校 

　指導者の目が行き届きにくく、部員間の暴力の温床になりがちな「寮」があるのは、全国４０３２校のうち７０３校（１７・４％）。学校は運営に神経を使っている。 

　昨年の甲子園を春夏連覇した大阪桐蔭は、同じ学年が同部屋。他学年の部屋に行ってはいけないルールにしている。食事の準備も、３年生を含めた当番制だ。 

　明徳義塾（高知）は「上級生が下級生の相談相手になれ」という方針で１～３年が相部屋。ただ、２００５年に起きた部員の喫煙や暴力問題を機に運営を見直した。取り合いになっていた洗濯機を増設。携帯電話は禁止だが、もっと家族と話す時間がとれるよう、２台しかなかった固定電話は６台に増やした。 

　元ＰＬ学園監督の藤原弘介監督が率いる佐久長聖（長野）は、寮での自主練習を夜間ではなく朝５時半からにしている。「暴力は大人の目を盗みやすい夜に起こりやすいから」と監督。練習はチームを二つに分けているが、「いい人間関係が築けるよう、練習時間やグラウンド使用などでなるべく差がないようにしている」という。 

　■２０１３年の高校野球実態調査から（回答は指導者） 

問い：体罰についてどう考えますか 

・絶対にすべきでない　３６０５校（８９．４％） 

・指導する上で必要　　　３９３校（　９．７％） 

・その他　　　　　　　　　３４校（　０．８％） 

http://digital.asahi.com/articles/OSK201307010168.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_OSK201307010168
・現場に「発見難しい」の悩み　「いじめ防止法」成立（7月9日）
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緊張している子どもをリラックスさせるため、卓球をしながら話を聞くこともある＝吉備中央町吉川の県総合教育センター

　【山下周平】大津市の中学２年の男子生徒が自殺した問題などを受け、学校が保護者や地域住民らと連携していじめの防止と早期発見に取り組むことを定めた「いじめ防止対策推進法」が６月、成立した。いじめに関する初の法制化で、いじめは減るのか。教育現場を訪ねた。 

　岡山県南部のある中学校。教員歴約２０年の女性教諭は休み時間、ある女子生徒の様子に注意を払う。「最近どうなん」などと雑談を交わす。教室に入りにくそうにしていれば、一緒に教室に入ることもある。 

　女子生徒は昨夏ごろから仲の良かった４、５人のグループから孤立するようになった。グループ内でのトラブルが原因とみられる。教諭は生徒の担任ではないが「私の授業を休み、保健室にいたこともある。クラスだけでなく、学年、学校の問題」と話す。 

　県内の学校（国公立・私立）におけるいじめの認知件数は２０１１年は８５０件。傾向として緩やかに減ってきていた。しかし、昨秋、大津市の問題後の緊急調査で、約半年間で１２５８件も確認された。 

　この中学校でも今春、落書きされた生徒の写真がスマートフォンの無料アプリ「ＬＩＮＥ」に投稿されるトラブルがあった。対策法はインターネットを使ったいじめの防止もうたっているが、女性教諭は「見えないところで起き、アンテナを張らないと気づかないことも多い」と「発見」の難しさを明かす。 

　対策法は、いじめ防止のために教員養成や研修の充実をうたうが、この女性教諭は「クラスがもう少し小さければ」と訴える。県内の公立中学校では約９割が３５人以下学級だが「２８～３０人くらいが全員に目が行き届くベストの大きさ」と考える。国や県への報告など事務作業も多く、生徒一人ひとりに向き合う時間が取りにくいという。 

　この中学校の男性校長も「現場はオーバーワークで、気持ちの余裕がないなかで授業や生徒指導をせざるを得ない」と指摘しつつ、「それでも学校がいじめ対応に向き合わないといけない」と話す。 

　「日々起きているいじめともつかないようなトラブルへの対応や解決が、人間関係を築くスキルが乏しい今の子どもたちにとって、人との付き合いを学ぶ機会にもなるのだから」 

　　　　　◇ 

　県内４カ所の教育相談室や専用ダイヤルが１２年度に受けたいじめ相談の総数は１６１件と、１１年度に比べほぼ倍増している。教員研修を行う県総合教育センター（吉備中央町）では教員出身の職員が電話や対面で相談を受けているが、１２年度（５４件）は１１年度の約２・５倍に増えた。 

　センターの４０代の男性職員は今年、中学生の息子を持つ父親からの電話を受けた。「息子の自転車がいたずらされるなどのいじめを受けている。学校の担任に相談したが、変化がない。大津のようなことにならないか」。学校や行政への不信感から連絡してくるケースが増えたという。１時間ほど話を聞くうちに父親も納得し電話を切った。なかには感情的に話す保護者もいて、２時間以上にわたって対応することもある。 

　男性職員は「国からはこれまでも意義ある提言が多くあったが、多すぎて全部中途半端。いじめ対策を重視したい学校もあれば、不登校の方が大事だというところもある。それぞれの学校が選択できるやり方を現場は求めている」と話す。 

http://digital.asahi.com/articles/OSK201307090028.html?ref=comkiji_txt_end
・貧困をなくすには　生活保護法改正案の廃案をうけて　３氏に聞く（7月10日）

　生活保護法改正案と生活困窮者自立支援法案が廃案になった。法案は困窮者の自立を促すという評価の一方、保護を受けづらくするのではという懸念も示されていた。ただ、国は再提出の姿勢を見せる。８月には保護費の引き下げも始まる中、廃案をどう受け止め、今後どんな議論が必要と考えるか。貧困問題に携わる３人に聞いた。 

　■自立・就労の後押し充実を　元ケースワーカー・櫛部（くしべ）武俊さん 

　生活保護を受けている人の自立支援に長年携わってわかったのは、「人は育つ」ということだ。今回の制度改正は、受給者の自立、就労支援がほとんどなかった現状を変えるきっかけになるはずだった。保護費を支給して終わりでは、真の自立にはつながらない。 

　自治体の福祉事務所やハローワークへは想像以上に行きづらく、生活に困っていても相談すらできない声なき人が相当いる。 

　生活困窮者自立支援法案は、困窮者に対する相談対応を福祉事務所に義務づけ、訪問も必要になる。これが重要な点だ。業務が増えるので抵抗はあるだろうが、自治体の責任が明確になる。支援の芽を育てるものだ。 

　給付の引き締め策が盛り込まれた生活保護法改正案だけで良しとする生活保護に厳しい国会議員は多い。困窮者の自立支援の重要性にも理解を深めてもらいたい。（有近隆史） 

　　　　　＊ 

　元北海道釧路市ケースワーカー。釧路社会的企業創造協議会スタッフ 

　■救済からの締め出し心配　弁護士・小久保哲郎さん 

　生活保護法改正案の廃案は大歓迎だ。申請時に書類の添付を義務づけ、扶養義務の強化を盛り込んだ法案は、生活保護をいっそう利用しづらくするものだ。 

　生活困窮者自立支援法案の評価は難しい。保護に至る前の低所得者への就労支援は大事なことだ。だが、生活保護が必要な状態になっているのに、就労支援一辺倒の対応をして保護を受けさせないのでは、という懸念が拭えない。 

　法案は再提出されるとみられるが、議論を尽くすべきだ。保護から締め出して何になるのか。低い年金や賃金は変わらない。本来受給できるのに、利用していない人が多くいる現実も放置されたままになる。 

　「特殊な人たち」の問題と考えないでほしい。国は社会保障を聖域としない姿勢を示し、今後は介護などの削減に向かう恐れもある。社会保障の弱い社会へ変わることを望むのか。改めて考える必要がある。（久永隆一） 

　　　　　＊ 

　大阪弁護士会所属。「生活保護問題対策全国会議」事務局長 

　■子どもには総合的支援を　立教大教授・湯沢直美さん 

　生活困窮者支援を考えるなら、税や社会保険の負担軽減や児童手当などの給付の手薄さを改める必要がある。そうした現金給付と、生活、就労、保育、学習などの支援の充実を一体で進めるべきだ。 

　この時、乳幼児期の支援も欠かせない。生活保護を受ける世帯の構成員の６～７人に１人は１９歳以下。そのうち２０％は乳幼児だ。貧困の連鎖を防止するために、乳幼児期から健康や栄養面、養育環境などの支援を検討してほしい。 

　生活保護受給世帯で、病気や障害のある親や子どもの数、親の教育歴など、子どもの生活環境が分かる政府のデータはない。まずはそういったデータを明らかにし、多角的に分析する必要がある。貧困ゆえに、教育機会に十分恵まれないまま親になった人もいる。そうした人への高卒資格取得などの支援も必要だ。 

　子どもの貧困対策法は先日の国会で成立した。今後、実効性ある政策を期待したい。（中塚久美子） 

　　　　　＊ 

　立教大学教授（社会福祉学・児童福祉）。子どもの貧困問題に携わる 

　■働いた収入「積み立て」／不正受給の罰則強化 

　生活保護法改正案と生活困窮者自立支援法案は、生活に困る人への支援策と、不正受給の罰則強化などの引き締め策が柱になる。民主党政権時から検討されてきた。 

　支援策では、生活保護受給者に対する「就労自立給付金」を創設する。受給者が働いて収入を得ると今の制度では保護費が減るが、この一部を積み立てたとみなし、将来保護から抜けるときに現金を渡す。また生活保護を受ける前の困窮者支援を充実させ、包括的な相談窓口をつくるよう自治体に義務づける。 

　引き締め策では、受給者の就労状況を自治体が調査できるようにしたり、扶養に応じない扶養義務者に報告を求められるようにしたりする。 

　生活保護法改正案をめぐっては、収入などがわかる書類を申請手続きで提出すると条文に明記したことに批判が出た。「申請を不当に拒否する『水際作戦』の口実になる」という理由だった。 

　衆院の審議で、これまでの手続きと変わらないことを明確にする修正をし、自民・公明・民主などの賛成多数で可決した。ただ会期末の混乱のあおりで、両法案とも参院で廃案となった。 

　田村憲久・厚生労働相は、秋の臨時国会で内容を大きく変えずに両法案を再提出する考えを示している。 

　■廃案になった２法案のポイント 

　※カッコ内は想定していた実施時期 

　【生活保護法改正案】（一部項目を除き１４年４月） 

　・不正受給の罰金を「１００万円以下」に引き上げ。不正受給の返還金に最大４割上乗せ 

　・扶養可能と見られる扶養義務者に自治体が報告を求める 

　・自治体が受給者の就労状況も調査可能に 

　・特別な事情がなければ、申請時に収入などを記した書類を提出する義務を条文に明記 

　・受給中に働いて収入を得た場合、今の制度だと減らされる保護費の一部を積み立てたとみなし、保護から抜ける際に現金で給付 

　【生活困窮者自立支援法案】（１５年４月） 

　・自治体が困窮者の自立支援プランを作成 

　・家計管理の指導や仕事につくための準備も支援 

　・仕事を失った困窮者に家賃相当額を給付

http://digital.asahi.com/articles/TKY201307080525.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201307080525
・不登校生の８７％が高校進学　通信制高校の増加など背景（7月13日）
　不登校だった中学３年生の８７％が高校へ、１９％が大学に進学――。文部科学省は１２日、そんな調査結果を公表した。通信制高校や大学定員の増加などが背景にあるとみられる。大学教授らの有識者会議が分析し、今秋に報告書をまとめる。 
　調査は、２００６年度に中３で不登校だった全国の１６０４人に、中学卒業後の進路などを１１年度に尋ねた。同種の調査は１９９９年度に次いで２回目。 

　中学卒業直後に「進学した」のは８１％、「就職した」が６％、「進学も就職もしなかった」が８％。その後に進んだ人も含めた高校進学者は８７％だった。このうち６１％が「望み通りの高校があった」と答え、「高校で信頼できる人に出会えた」も６８％に上った。 

　調査対象者は、現在２２歳前後。１１年度時点での通学状況は、大学１９％、専修学校・各種学校１５％、通信制高校６％、短大４％など。９９年度の結果と比べ、大学が１２ポイント、専修学校・各種学校が７ポイント増えていた。 

http://www.asahi.com/edu/articles/TKY201307120326.html
・虐待疑い３件見送り　子供の臓器移植提供　朝日新聞調査（7月14日）
　【川原千夏子】改正臓器移植法が７月で施行３年になるのを機に、朝日新聞が調べたところ、臓器提供が検討されたが、虐待の疑いを理由に見送ったケースが少なくとも３件あることがわかった。改正法で１５歳未満からの脳死臓器提供が認められた一方、虐待を受けた子は除外される。３件はいずれも明らかに虐待が疑われたわけではなく「完全に否定することは難しい」という慎重な判断だった。 

[image: image11.jpg]


　朝日新聞が小児臓器提供を行う２１４施設にアンケートした。１５９施設が回答。脳死状態になった子どもの臓器提供について検討したのは３０施設４８件で、うち１件が提供に至った。検討のきっかけは「主治医からの提示」３０件、「家族からの申し出」１５件など。 

　日本臓器移植ネットワークによると、国内で移植を待つ１５歳未満は少なくとも延べ８０人以上いる。実際の提供は２０１１年４月と１２年６月に計２件あった。 

　虐待の疑いで取りやめた３件のうち２件は外傷などの痕跡はなかったが、児童相談所が過去に虐待や家庭内暴力（ＤＶ）の疑いで対応した記録があった。 

　うち１件は母親から提供の意思が示されたが、今は離れて暮らす父親からのＤＶによる対応歴があった。「家庭内で過去に虐待があったおそれは拭えない」と判断した。別の１件は相談所が対応した記録があったため。対応の具体的な内容は分からなかったという。 

　残りの１件は家庭内の事故で、親以外の目撃情報がなく、虐待を否定するための情報が不足しているとして、提供を見送った。 

　虐待の判断は慎重さが求められるが、「一点の曇りもない例以外は提供が難しい」との回答もあった。ＮＰＯ法人子ども虐待ネグレクト防止ネットワーク理事長で医師の山田不二子さんは「虐待を受けた子どもを除外する目的についての議論が尽くされていない。虐待・ネグレクトは医療者だけでは診断できない。専門家のチームを組んで診断するようにしなければ、子どもの臓器提供は進まないだろう」と話す。 

http://digital.asahi.com/articles/TKY201307140020.html?ref=comkiji_txt_end_kjid_TKY201307140020
・（社説）政治家の家族観　変わる現実に向きあえ（7月14日）
	


 


　参院選は、実は「家族」が争点なのかもしれない。 

　例えば、自民党は家族の役割を強調する。昨年まとめた憲法改正草案には「家族は、互いに助け合わなければならない」とあり、今回の公約でもそれを紹介している。 

　各党の候補者が抱く家族像も異なる。 

　朝日新聞社と東京大学・谷口将紀研究室の調査で「夫婦と複数の子どもがそろっているのが家族の基本形だ」「シングルマザーや（共働きで子どもがいない）ＤＩＮＫＳなど家族の形は多様でよい」のどちらに近いか聞いたところ、自民は前者、民主は後者が過半を占めた。 

　維新は前者寄り。社民は全員、共産もほとんどが後者で、公明、みんなも後者寄りだ。 

　だが、自民党が描く伝統的な家族像は、現実と大きくずれている。 

　■折れやすい「大黒柱」 

　１０年の国勢調査では、１世帯の平均は２・４２人。４人を超えた半世紀前とは様変わりだ。 

　一人暮らしの世帯は３２・４％と、初めて夫婦と子どもの世帯を上回った。どのタイプが標準とはいえなくなっている。 

　夫が「一家の大黒柱」として家族のぶんまで稼ぎ、専業主婦が家庭を守る。そんな役割分担も崩れ、いまや夫婦を含む世帯のうちの３割に満たない。 

　夫婦の役割分担を取り戻すべきだという人もいるが、現実的だろうか。 

　かつてそれができたのは、経済成長を背景に、企業が夫の終身雇用を約束し、家族の生活費まで払えたからだ。 

　いま収入は減り、倒産やリストラのおそれも増している。配偶者の暴力による離婚も後を絶たない。「大黒柱」に寄りかかっていれば安心、という時代ではない。 

　実際、貧困が際だつのは、シングルマザーや夫に先立たれた高齢者、つまり大黒柱に頼れなくなった女性たちだ。 

　一方、企業は正社員を非正社員に置き換え、「家族を養う」期待に応えられる若者は減っている。非婚・晩婚に拍車がかかる原因は、こんなところにもあるのだろう。 

　■にじむ自己責任論 

　問題は、家族の力が弱っているのに、家族の力に頼る仕組みが続いていることだ。 

　自民党政権は長年、夫婦と子ども２人の世帯を「標準」とみなし、専業主婦に有利な社会保障や税制を築いてきた。 

　半面、子育てや教育は家族に頼り、支援は薄いままだ。 

　昔ながらの家族像へのこだわりのあまり制度を改められず、少子化を加速させた面はなかったか。 

　経済にとっても、少子化は重い足かせだ。金融緩和や財政出動を重ねたところで、未来を担う世代がどんどん細るようでは豊かな社会は望めない。 

　自民党も、そんな危機感を抱いているのだろう。 

　安倍首相は、成長戦略の柱に「女性の活躍」を掲げ、待機児童解消などを打ち出した。それじたい一歩前進だ。 

　ただ、どこまで頭が切り替わっているのか。「３年間抱っこし放題」の言葉の裏に、女性は家で子育てを、という意識が隠れていないか。 

　先の通常国会で、政府・自民党は、家族の役割の法制化を試みた。 

　いじめ対策の立法の際、「保護者の責務」を記そうとした。 

　廃案になった生活保護法改正案には、役所が親族に扶養義務を果たすよう働きかけやすくする権限強化を盛った。 

　一方で、生活保護費の削減が進む。財政が苦しいから、家族で支えあえ。家族の美名を借りた自己責任論ではないか。 

　■家族を支える施策を 

　「家族で」支えあうことは大切だ。だが、家族の力が弱っているときに、支えあうのが日本の美風だからと説いても仕方がない。いま必要なのは「家族を」支えることだ。 

　複数の柱があれば、１本が折れても簡単には壊れない。「大黒柱であらねば」という重荷から解放されれば、若者も結婚しやすくなる。 

　子育てに行き詰まり、虐待してしまう親がいる。一人暮らしのお年寄りが増えている。 

　多様な家族の形を前提に、社会保障や税制をつくりかえる。血縁に限らない社会のつながりで、家族の機能を補う取り組みを後押しする。それが政治の役割だろう。 

　その力量こそが問われる。 

http://www.asahi.com/shimen/articles/TKY201307130536.html
・入所少女に淫行容疑　兵庫、知的障害児施設の元職員逮捕（7月16日）
　知的障害児施設で入所者の少女とみだらな行為をしたとして、兵庫県警は１６日、同県芦屋市楠町の「三田谷（さんだや）学園」の元職員、堂垣（どうがき）直人容疑者（３４）＝同県西宮市老松町＝を児童福祉法違反（淫行させる行為の禁止）の疑いで逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めているという。 

　調べによると、堂垣容疑者は５月２７～２８日の間、施設内の一室で、入所者の１８歳に満たない１０代半ばの少女と、みだらな行為をした疑いがもたれている。 

　堂垣容疑者が宿直勤務の際など、夜間に少女のいる部屋にたびたび訪ねてくるのを、ほかの入所者が気付いて発覚したという。６月上旬に施設側から県警に相談があった。 

　堂垣容疑者は施設で約１０年勤務していた。社会福祉主事の資格があり、役職は児童指導員だったという。少女とは４月下旬ごろから複数回、みだらな行為に及んだとみられ、発覚後は「合意のもとだった」などと、ほかの職員に話していたらしい。堂垣容疑者は７月４日に解雇されたという。 

　兵庫県によると、県内には知的障害児が入所できる施設は１８ある。三田谷学園を経営する社会福祉法人三田谷治療教育院（芦屋市）によると、同院は１９２７年に県内で初めて知的障害児施設を設置した。三田谷学園には４～２４歳の３０人あまりが暮らしているという。 

　朝日新聞の取材に対し、三田谷学園の施設長は「一番起こってほしくなかったことが起きてしまった。しかるべき責任は感じている」と話している。 

■後を絶たぬ虐待 

　知的障害のある女性の性的被害は相次ぐ。 

　今年２月、佐賀県の障害者支援施設で幹部職員が繰り返し性的虐待をしていたことが発覚。岩手県の自立支援施設でも２００６年、施設を利用する少女にホテルでみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反容疑で男性職員が逮捕された。 

　被害が後を絶たない状況を受け、国は昨年１０月、障害者虐待防止法を施行。家庭、施設、職場で虐待が疑われる事例を発見したら通報するよう義務づけたほか、全国の市町村に通報や相談の受け皿となる「障害者虐待防止センター」の設置を定めた。 

　また、児童養護施設や障害児施設などでも、子どもからの虐待の訴えにきちんと耳を傾けるため、外部の人を活用するよう０５年、児童福祉施設の最低基準で定めた。 

　障害者の権利に詳しい奈良県三宅町議で、元障害者支援施設長の渡辺哲久さん（６２）は「障害者や子どもは施設の力関係の中で暴行を受けると抵抗できず、被害を訴えることが非常に難しい。それにつけ込む虐待も多い。一方で、市町村は施設への調査権限があっても人員不足だ。被害を素早く察知するため、センターの態勢充実を急ぐべきだ」とする。 

http://digital.asahi.com/articles/OSK201307160021.html?ref=comkiji_txt_end_kjid_OSK201307160021
・名古屋市が臨時校長会　中２転落死（7月16日）　
　名古屋市南区の市立中２年の男子生徒が転落して死亡した問題で、名古屋市は１６日、臨時校長会を開いた。校長会長の辻正人・高蔵小校長は「いじめが死につながることもある、自殺の連鎖もあるという認識をもち、共通課題として情報交換していきたい」と述べた。 

　小、中学校、高校、特別支援学校の校長約４００人が参加した。 

　市教育委員会は、転落死の経緯の説明をしたうえで、子どもの声に耳を傾ける▽いじめ解消済みのケースも再度現状を確認する▽「命を大切にし、周りに相談しよう」という市教委の緊急アピールを活用する▽学校や学年の変わり目で引き継ぎをするという４点を確認するよう求めた。 

　校長会終了後、天白区の小学校長は「小学校からいじめの芽となる言葉などについて子どもたちと一緒に考えていくことが大事だと思っている」と話した。別の小学校長は「どの学校でも起こりうる話。危機感を持って取り組む」と話した。 

　一方、愛知県の大村秀章知事は１６日、県内の全市町村の教育委員会に対し、学校と地域が連携していじめ問題に当たるよう求める方針を明らかにした。 

　大村氏は「もうすぐ夏休みに入る。いじめについては学校全体で把握し、根絶しないといけない」と指摘。児童、生徒にいじめ相談電話の存在を周知するほか、いじめが起きた場合は、県が今年度から新設した弁護士や県警ＯＢらによる「いじめ対応支援チーム」の活用を促す方針だ。

http://www.asahi.com/area/aichi/articles/MTW1307162400011.html
・知的障害児との日々 元教員が自費出版（7月16日）
◆関の近藤博仁さん 

　関市の県立中濃特別支援学校の教員を今春に定年退職した近藤博仁さん（６０）＝関市＝が、知的障害のある子どもたちとの日々をつづった本「かーわいーい　Ｍｙ　Ｄｅａｒ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」を自費出版した。 

　近藤さんは３校の特別支援学校に計２９年間勤め、病弱、肢体不自由、知的障害と特別支援教育の全分野に携わった。最後の１０年間は知的障害児が学ぶ中濃特別支援学校小学部で教えた。 

　知的障害児の行動は、近藤さんには意外性に満ちていた。朝の登校時、出迎えの教員と目が合って突然走り出した子が、別の日はすんなりと教室に入ることもある。日々違う状況に教員は戸惑い、悩むという。 

　幸せを感じるときもある。給食を食べ終えて満腹になるころ、近藤さんはにこやかなまなざしを送る女児に「ダーイスキ」と言ってみた。女児も「ダーイチュキ」と返してくれた。「ダーイスキ」がクラスのはやり言葉になった。 

　近藤さんは全国障害者問題研究会岐阜支部の事務局長を務める。退職するまでの５年間、月刊の機関紙に寄稿を続け、それをまとめたのがこの本だ。５２編で構成され、Ａ５判、１９１ページ。題名の「かーわいーい」は、子どもたちを見る近藤さんの実感だ。 

　「反省」もつづる。「『いいんだよ』のかわりに『ちがう』『だめ』、『ありがとう』というかわりに『ありがとうは？』と迫り、『ごめんね』と伝えるよりも『ちゃんとあやまって』と言わせようとする。こんな毎日を過ごしているのが私である」 

　最終章には、こんなくだりもある。「教師が穏やかになると子どもたちも穏やかになるのか、子どもたちが穏やかになると教師も穏やかになるのか。圧倒的に前者が正しい」 

　近藤さんは「『障害』を奇異に見ることは教員側にもある。純粋に接しないといけない」と話す。 

http://digital.asahi.com/area/gifu/articles/MTW1307162200003.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_MTW1307162200003
・中２転落死、尾木直樹さんが分析（7月16日）
　名古屋市南区の市立中学２年の男子生徒（１３）がマンションから転落死した問題では、男子生徒が筆箱の鉛筆を取られるなど、からかいの対象になっていたことがわかっている。教育評論家の尾木直樹さんは「加害者のいじめをやめさせるのが指導力」と学校の対応を批判した。 

●「自分だけ責める優しい子」 

　尾木さんは、２０１１年１０月、大津市の中２の男子生徒がいじめを受けて自殺した問題を調べた第三者調査委員会の委員で、岐阜県可児市のいじめ防止委員会の特別顧問も務めている。 

　男子生徒が書き残したノートの内容について「誰の名前も挙げず、悪いのは自分だと責めて亡くなった。こんなに優しい子はいない」と思いやった。「こういう気持ちを持てない人が加害者になるんです」 

　また、「ノートからは、自我が芽生え、自分を客観視するようになった思春期特有の姿がうかがえる」と指摘。「提出物も出さない。そんな自分がいやになりました」という記述に触れ、「忘れ物を指摘されたり、同級生から『死ね』と言われたりした言葉の一つ一つが、自分と厳しく向き合う男子生徒を傷つけ、死に追いやった」と分析した。 

●思春期　深く刺さる「死ね」 

　担任の女性教諭（３１）は、１２日の記者会見で「死ね、きもい、うざい、は（生徒たちが）あいさつのようにかわすのが現状だった」と実態を明かした。尾木さんは「中１の時に千回言われて何ともなかった言葉でも、思春期を迎えた生徒には深く刺さる」と指摘した。 

　教諭は、男子生徒が「小学校時代からちょっかいを出されやすい」と認識し、家庭訪問で保護者を交えて「脱するために頑張っていこう」と話していた。尾木さんは「からかう方を問題視すべきだった」とみる。 

　全校生徒へのアンケートでは、複数の生徒が「担任が自殺をあおるように、やれるものならやってみろと発言した」と回答したが、教諭は「一切していない」と否定している。尾木さんは「ニュアンスや言い回しも含め、丁寧に調査しなければならない」と話した。 

　名古屋市は近く、第三者委員会を立ち上げて、調査を始める。尾木さんは「大津の事件では市の対応が後手に回り、真相究明が遅れた。担任が記者会見をするのは異例で、第三者委の立ち上げの対応も早い」と話した。（小若理恵） 

●男子生徒がノートに書き残した内容 

　まず自殺しようと思ったのは、なぜかですが、一つ目、自分自身に嫌気がした。二つ目、いろんな人から死ねと言われた、ということがあったからです。 

　一つ目についてはうそをたくさんつく。提出物も出さない。そんな自分がいやになりました。先生や両親には、こんな自分を変えられなくて申し訳ないです。 

　二つ目はそのままあえて名前は言いません。気付いてあげられなかったなどと後悔しないでください。自分から隠していたのです。大丈夫なようにふるまっていたのです。悪いのは自分と一部の人なのですから。さようなら。もし死後の世界があるなら、見ています。ありがとう。

http://www.asahi.com/area/aichi/articles/MTW1307162400002.html
・「いじめ」の言葉使わず　神奈川県教委がアンケート案（7月17日）
　神奈川県教育委員会はいじめに素早く対応するため、児童・生徒向けのアンケートのひな型を作り、全小中高校など約１５００校に配布した。湯河原中では生徒の自殺前後にアンケートをしていたが、当初はいじめを把握できなかった。このため質問ではあえて「いじめ」という言葉を使わず、より広く子どもたちの声を拾えるようにした。 

　県教委は１学期に１回、いじめに関するアンケートをするよう各校に求めている。今回、県教委は「夏休み前までに実施してほしい」としている。 

　アンケートのタイトルは「気になること・いやなことはありませんか」。質問中の言葉も「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、けられたりしている人がいる」「泣いている人がいる」といった具体的なものが多く、子どもたちがイメージしやすいようにしたという。 

　県教委の笠原陽子・支援部長は「家に持ち帰って記入してもらい、後日回収する方法も考えられる」と話している。 

http://digital.asahi.com/articles/TKY201307170332.html?ref=comkiji_txt_end
・「死ね」見聞き２１人回答　中２転落死調査（7月17日）
　名古屋市の市立中学２年の男子生徒が転落死した問題で、市教育委員会は１６日、全校生徒へのアンケート結果を公表した。男子生徒へのいじめと受け取れる言葉や行為を「自分で見聞きした」と１０１人が答え、このうち「死ね」という言葉を挙げた生徒が最も多く、２１人いた。 

　男子生徒は「いろんな人から死ねと言われた」とノートに書き残し、自殺をほのめかしていた。市教委は「いじめがあった可能性が極めて高い」として、近く設ける第三者委員会で解明を進める。 

　アンケートは、１０日に男子生徒が死亡後、１２日に無記名で実施。５５１人のうち５１９人が回答した。 

　自分で見聞きしたという生徒の回答のうち、具体的な言葉や行為を挙げたのは５０件。「死ね」に続き、「自殺してみろ」（５件）が多かった。「胸ぐらをつかまれる」「たたかれる」などの暴力も計４件あった。 

　会見に同席した校長は、男子生徒が「死ね」という言葉を受けて自殺した可能性について「（男子生徒に）いろんな変化をもたらしたと思っている。可能性は高いと思う」と答えた。 

　１２日に会見した担任教諭は、男子生徒が死亡した当日に「自殺に絡む発言は一切していない」と否定したが、担任の発言を「自分で見聞きした」との回答が６件あった。「当日の帰りの会で『そんな根性ないのに（自殺）できるわけない』と言った」という内容の一方、「（自殺を）あおったりしていない」との記述もあった。 

　市教委の森和久・学校教育部長は「生徒への聞き取りを続け、具体的にどのようなことがあったのか、つぶさに調べる」と話した。

http://www.asahi.com/area/aichi/articles/MTW1307172400001.html
・小６女児、自殺図り重体　長崎市教委「いじめ要因の一つ」（7月20日）紙面で読む
　長崎市立小学校６年生の女子児童（１１）が今月７日に自宅で首をつって自殺を図り、意識不明になっていると、市教委が１９日発表した。市教委は「仲間外れなど、学校でのいじめが要因の一つと考えられる」と説明している。 

　市教委などによると、７日午後１時ごろ、女児が長崎市内の自宅で首をつっているのを家族が見つけた。病院に運ばれた際は一時心肺停止状態で、現在も意識不明が続いている。家族らへの手紙などは見つかっていない。 

　小学校で３日に修学旅行の班決めがあった際、女児がよく付き合っている４人の女子のうち１人が、女児を同じ班にしないよう主張した。しかし、反対した３人が担任に報告。担任は４人から事情を聴いた。 

　５日には学級会で、４人のうち１人が仲間外れの件を打ち明けた。学級会のテーマは女児の問題ではなかったが、自発的に発言し、女児に謝罪した。女児は担任に「仲間外れにされかけたのを友だちが止めてくれて、うれしかった。私は大丈夫です」と話したという。 

　また、女児が５年生だった今年２月には、学校で上履きの片方がなくなり、教室で見つかったことがあった。故意に隠されたとみられ、学校は女児の保護者に伝えた。誰が隠したかはわからなかったが、学級などで児童に事実関係を伝え、「してはいけないこと」と指導したという。 

　学校はこの２件以外に、いじめ行為は把握していないという。女児の自殺未遂があった７日に初めて市教委に報告したが、家族の意向で公表しなかった。その後、児童からの聞き取り調査などはしていない。 

　女児は責任感が強く、活発で、男女問わず友達が多い方だという。記者会見した市教委の松本健吾・学校教育部長は「自ら命を絶とうとした苦しみに寄り添うことができず、心からおわび申し上げる」と述べた。 

http://digital.asahi.com/articles/SEB201307190062.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_SEB201307190062
・長崎の高１男子、昨年７月に自殺　顧問の指導が要因か（7月20日）
　長崎県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/佐世保市.html" \o "佐世保市のトピックスを開く" 佐世保市の県立高校１年の男子生徒（当時１６）が昨年７月に自殺していたことが、県教育委員会などへの取材でわかった。所属する運動部をやめたいと顧問の男性教諭に相談したが、「やめずに頑張れ」と指導され、悩んでいたという。県教委は、指導が自殺の一因になった可能性があるとみている。 

　学校によると、今年６月に生徒が所属していた運動部員と同級生にアンケートしたところ、２人が「（生徒が）顧問から学校をやめろと言われたと聞いた」という趣旨の回答をしたが、顧問はそうした発言を否定しているという。 

　県教委や学校によると、昨年７月３０日朝、生徒が自宅で自殺しているのを家族が見つけた。遺書はなかった。 

　学校が生徒や顧問らに聞き取り調査をしたところ、昨年６～７月ごろ、生徒は親や友人らに「部活がきつい。やめたい」と話し、顧問に計２回、退部の意向を伝えていた。だが、「本格的な練習が始まって日がたたないじゃないか。最後まで頑張れ」などと厳しく指導され、部活を続けていた。練習中、きちんと声も出していたため、顧問は「吹っ切れたのだろう」と考えていたという。 

　県教委は顧問の指導について「行きすぎた指導ではなかった」とする一方、「他に要因が見当たらず、指導が自殺の一因になった可能性がある」とみている。体罰やいじめは確認されていないという。 

　学校はこれまで、在校生に生徒の自殺を伝えていなかったが、１９日の終業式で説明。遺族の意向を受け、「強く生きてほしい」という遺族のメッセージを校長が読み上げたという。 

http://digital.asahi.com/articles/SEB201307200001.html?ref=comkiji_txt_end
・児童虐待、最多６万７千件　昨年度、１０年前の２．８倍（7月25日）
	




　【見市紀世子】全国の児童相談所（児相）が２０１２年度に対応した児童虐待の件数（速報値）は６万６８０７件で、前年度より６８８８件増えた。統計を取り始めてから２２年連続で過去最多を更新、１０年前の０２年度と比べて２・８倍となった。また、１１年度に虐待で亡くなった子どもは９９人（うち無理心中は４１人）にのぼった。厚生労働省が２５日に集計結果を公表した。 
児相は即応体制強化
　虐待件数は、児相が１８歳未満の子どもについての被害通報を受け、対応したケースを集計したもの。厚労省は、児童虐待に対する意識の高まりや児相と警察などの連携が進んだことなどで相談・通報が増えたほか、虐待そのものも増えているとみている。 

　虐待防止のために昨年４月に始まった新制度に基づき、児相が親権停止を家庭裁判所に申し立てた件数は、１年間で２７件あった。 

　一方、１１年度に虐待で亡くなった９９人のうち、無理心中以外は５８人。０歳児が２５人と最も多く、２歳児以下で全体の３分の２（３９人）を占めた。主な加害者は「実母」が５７％で最も多く、「実父」は１９％、「実母と実父の両方」が９％だった。虐待の種類では、殴るなどの「身体的虐待」が６６％、食事を与えないなどの「ネグレクト」（育児放棄）が２８％だった。 

　これらの結果を分析した厚労省の専門委員会は、行政側の対策として、望まない妊娠の相談を受ける窓口の充実や、児相職員の専門性確保などの体制強化を提言した。 

http://www.asahi.com/edu/articles/TKY201307250092.html
・虐待から子を守れ！　児相は即応体制強化、途切れぬ通報（7月25日）
　【帯金真弓、山田佳奈】児童相談所（児相）が対応した児童虐待は過去最多の６万６８０７件。通報は途切れることがない。 

児童虐待、昨年度に最多 

　３年前、３歳と１歳の姉弟が虐待で亡くなった大阪市。幼い命にかかわる第一報を見落とさないよう、児相職員は臨戦態勢にある。 

　「今、子どもがすごい声で泣いてる。大人の怒鳴り声もする！」 

　大阪市こども相談センター（児相）の児童虐待ホットラインには３６５日昼夜を問わず電話がかかる。「どこですか。どんな泣き方ですか」。職員が聞き取る。集合住宅で部屋が不明でも、上の階か下の階か、できるだけ手がかりを集める。「今」何かが起きているという通報なら、深夜でも現地に向かう。 

　３年前の虐待死事件では、未明に「泣き声がする」との通報があった。しかし職員が足を運んだのは日中で、親子に会えなかった。この重い教訓から、即応・夜勤体制を整えた。 

　訪問と同時に住民基本台帳ネットワークで子どもがいる家を探し、保育所などに問い合わせることもある。親に会うと、「歯を磨くのを嫌がって泣いただけ」と分かることもある。 

　多いと１日３、４回出動する。大阪市の昨年度の虐待相談は約２８００件で、前年度より６００件増えた。児童虐待防止法が施行された２０００年、虐待担当は２人だけだった。ケースワーカーや児童心理司など５１人の虐待担当職員がいる。昨年より７人増員した。それでも１人のケースワーカーが担当する児童虐待は１００件を超す。 

　ベテラン職員は対応の難しさを打ち明ける。「同居人がわかりにくかったり、地域とのつながりが乏しかったり。人を増やしてもそれを超えて件数が増える」 

　近年の傾向は、警察からの通報が増えていることだ。ＤＶ（家庭内暴力）の件数が増え、ＤＶを子どもが見て受ける「心理的虐待」への認識が広まってきたためとみられる。 

　関東地方のある児相職員は「ＤＶで家庭に子どもがいれば、原則全件、児相に通報しているという警察署もある」と話す。ただし、警察から書類が届くのに１週間以上かかり、すでに親子が避難して、児相職員が会えないこともある。 

　警察が子どもを児相に連れてきて通報する「身柄付き通報」も急増している。 

　そうした子どもは児相に併設した一時保護所に入ることになる。だが、すでに定員超過で、簡易ベッドなどでしのいでいる状態だ。緊急保護対応のためにある程度の空きが必要だが、この数年は空きを確保することが難しくなっているという。 

　厚生労働省によると、全国で２０１１年度に一時保護した件数は３万２７４件。このうち、虐待に関する保護は４４％の１万３２５１件。また、一時保護したうち、一時保護所がいっぱいなどの理由で、他の福祉施設や里親などに委託した数は９９８５件に上った。 

　　　　　◇ 

　《児童虐待防止全国ネットワーク理事長の吉田恒雄・駿河台大教授の話》　児相では若い職員が増えている一方、扱う虐待事例は複雑化し、対応は難しくなっている。英国では虐待に対応する職員１人の担当件数は１２～１５件と少なく、６人に１人の割合で具体的な助言をする熟練の職員がついていた。児相の人員増は不可欠。加えて実務経験を積み重ねられる体制が必要だ。さらに英国では併せて育児支援に力を入れており、日本でも虐待件数そのものを減らす予防策にも注力するべきだ。

http://digital.asahi.com/articles/TKY201307250113.html?ref=comkiji_txt_end
・親の心、震災の影　児童虐待、被災地で深刻化(7月26日)紙面で読む
　全国の児童相談所が2012年度に対応した児童虐待の件数（速報値）は６万６８０７件で、過去最多を更新した。東日本大震災と原発事故の被災地でも、児童虐待の深刻化が懸念されている。避難生活の長期化に伴うストレス増や仮設住宅暮らしによる孤立化が背景にある。 

　福島県によると、児童虐待に関する相談のうち助言や施設入所などの対応をした件数は県全体で2010年度が２２４件、１１年度２５９件、１２年度３１１件と増加。県内４カ所の児童相談所のうち、避難自治体を含む県沿岸部を管轄する浜児童相談所（いわき市）が１０年度５１件、１１年度５６件、１２年度１２０件と急増が目立つ。 

　宮城県の場合、対応件数は県全体では１２年度７５７件で、震災前からほぼ横ばい。しかし、沿岸部の被災地を管轄する県中央児童相談所（名取市）では１０年度の３３９件から１２年度３７４件と約１割増えた。 

　福島県の担当者は「震災前から家庭が抱えていた問題や、住環境の変化、避難によるストレスが子どもなど弱い部分に向かっていると考えられる」と話す。 

　■仮設住宅　薄い壁、隣が気になりストレス 

　「子どもを殴ったりたたいたりしている」――。東日本大震災から１年近くたった頃、津波に襲われた宮城県沿岸部の被災地の仮設住宅に住む人から、役所に通報があった。 

　「お前なんかいらない」 

　３０代の母親が金切り声をあげながら、幼い長男をたたく様子が住民に目撃された。 

　面談に訪れたベテランの保健師に、専業主婦の母親は打ち明けた。 

　「仮設は狭くて、隣の部屋との壁も薄いのに、子どもは静かにしない。イライラをぶつける先がなかった」 

　保健師が母親と面談を繰り返した結果、長男への直接的な暴力はなくなったようだった。だが、今年６月に、母親が長男の行動に腹をたて、食卓をひっくり返す出来事があった。 

　「震災前は児童虐待の通報はほぼゼロだった。隣近所が気になるストレスが親にあるのは間違いない」と保健師は話す。「震災前に戸建てに住んでいたころは気づかなかった虐待が、仮設暮らしになってあらわになったケースも多い」と見る。 

　震災と原発事故に見舞われた福島県大熊町では、震災からこれまでの２年４カ月で１２人の子どもが、虐待やその疑いなどで児童相談所に一時保護され、うち６人は児童養護施設などに入所した。 

　同じ仮設住宅の住民らの通報や学校からの相談がきっかけで分かり、多くは親が育児を放棄する「ネグレクト」という。親が「もう育てられない」と助けを求める例もある。 

　町の担当者は「一時保護などは震災前は２、３年に１回あるかないかだった。避難で祖父母ら家族と離ればなれになり、サポートが得られなくなったことも大きいのではないか」と話す。 

　■県外避難　母と子だけ、慣れぬ土地で孤立 

　「最近、ついイライラしてしまう。子どもの寝顔を見てると、なんであんなに強く叱っちゃったんだろうって」。原発事故のあと福島県から３歳の息子を連れて県外へ母子避難している女性は、訪れた支援団体の富田愛さん（４３）に後悔を口にしたという。雑談のなかでつぶやいたこの言葉を富田さんは「ＳＯＳ」と感じた。 

　富田さんが所属する「東日本大震災中央子ども支援センター福島窓口」（福島市）は県の委託を受け、被災した子どもや家庭を支援している。 

　わずかでも子どもと離れる時間が必要だ。富田さんはそう考え、子どもの一時預かりサービスの利用を母親に勧めた。その後母親は少し余裕ができたようで、笑顔が戻り、家族や料理など色々な話をしてくれるようになった。放っておけば児童虐待につながりかねないケースだった、と富田さんは言う。 

　「福島にいた時は夫や両親、近所の人の助けがあったが、今は慣れない土地で子どもと自分だけの生活。自分がしっかりしなければと肩に力が入る。子どものことを考えてきたのに、ストレスや不安から、つい子どもにあたってしまい、お母さんも自己嫌悪になっている」と、富田さんは母親を気遣う。 

　避難生活の疲れから、本来は入院が必要なのに「自分が倒れたら子どもを見る人がいない」と、点滴を打ってしのぐ母親もいるという。 

　富田さんらは、山形、新潟、埼玉や東京など、福島からの避難者が多い自治体を回っている。避難先の支援団体と連携し、母親たちが集まる場などで話を聞き、要望を探っている。「虐待に至る前の段階でＳＯＳを見逃さないようにしたい」 

http://digital.asahi.com/articles/TKY201307250783.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201307250783
・しずかちゃん入浴は児童ポルノ？　新規制案巡り賛否交錯（7月27日）
[image: image12.jpg]


　【吉永岳央、小原篤】ドラえもんのしずかちゃんの入浴シーンも規制されるのか――。国会に提出された児童ポルノ禁止法の改正案が、そんな波紋を広げている。新たに児童ポルノの所持自体を禁じ、架空の子どもを描く漫画など創作物の調査研究が盛り込まれたためだ。「子どもの人権」と「表現の自由」。賛成と反対の意見が交錯している。 

■議員「芸術とかけ離れ」 

　改正案は自民党、公明党、日本維新の会が共同で５月に提出した。先の国会で継続審議となり、参院選中もネットで論議を呼んだ。そのポイントの一つが、持っているだけで違法となる「単純所持の禁止」。罰則も設けられる。 

　提出した自民の平沢勝栄氏は「もはや国際常識だ」。Ｇ８主要国で規制がないのは日本とロシアだけ。「世界から児童ポルノ天国と見られているだけでなく、問題を放置していると思われている」という。 

　警察が昨年摘発した児童ポルノ事件は１５９６件に上り、過去最高を記録。提出議員に名を連ねる維新の中田宏氏も「製造・販売を罰するだけでは不十分なのが現状だ」と指摘する。 

　もうひとつのポイントは漫画やアニメなどの創作物と児童の権利侵害との関連を「調査研究」することが付則に盛り込まれた点だ。将来、架空の描写が「児童ポルノ」として規制される可能性も出てくる。 

　ネット上では「ドラえもんのしずかちゃんの入浴場面もダメ？」「源氏物語も規制されるかも」などの声もあがったが、平沢氏は「あり得ないこと。そうした例示は、現実を知らない証拠だ。芸術・文化とはかけ離れたひどいものが少なくない。写真に刺激されて犯罪に走るケースがある。絵なら問題ないとは言い切れない」。フランスやドイツでは既に規制されているという。 

■漫画家「表現の自由侵害」 

　この改正案に対し、日本弁護士連合会のほか、日本雑誌協会、日本書籍出版協会、日本漫画家協会、日本動画協会、日本文芸家協会など、出版、漫画・アニメ関係の主な団体が反対声明を出した。 

　日弁連は、「現行法は児童ポルノの定義があいまいで、自分の子どもの乳幼児時代の裸の写真でも、該当すると判断されるおそれがある」と指摘。単純所持の禁止には賛成するが、罰則化は捜査権の乱用が危惧されるとして反対する。付則の「調査研究」については、法の目的は「あくまで実在の子どもの人権保障である」とし、「近い将来、表現の自由に対する過度な制限規定が追加されることが危惧される。表現の自由に対する重大な侵害になり得る」としている。他の団体も、おおむね同様の問題点を指摘している。 

　漫画家のちばてつやさん、松本零士さん、赤松健さんの３人は漫画家協会代表として、自民党の法務関連の会議が設けたヒアリングの場で反対意見を表明。赤松さんは「創作物には、児童虐待の被害者も加害者もいない。『有害メディア』が増えれば犯罪が増えるという科学的根拠もない」と主張する。「規制したい人たちは、児童の権利保護と言いながら、単に自分が不快なものを排除したいだけなのではないか。でも、清濁併せた土壌がなければ、力のある文化は生まれない。国がすべてのマンガやアニメをチェックするのか。そんな暇があるなら、一人でも多くの被害児童を救ったらどうか」 

　角川書店の井上伸一郎社長は「性描写のある漫画といった社会的に弱い立場の表現を規制の入り口にして次はネット、文芸、新聞や雑誌へと広がっていくのではと懸念する」と言う。 

　「国民の目と口を封じた戦前の日本がたどった悲劇を考えると、おかしなことには『おかしい』と声をあげ続けなければならない」 

■「成人漫画、需要ある」 

　東京・秋葉原の成人向け漫画を扱う書店。低層階には一般の作品が並ぶが、上の階に行くにつれて、陳列される漫画は“成人向け”の度合いを増す。 

　上層階には、表紙に少女を描いた成人向けの同人誌が棚いっぱいにずらり。平日の夜、フロアには１５人ほど男性客がいた。学生風の若者から中年のサラリーマンまで、客層は幅広い。３０代の男性アルバイト店員は「今日は少ない方。土日はこんなもんじゃない」と教えてくれた。 

　店員に薦められるまま、数冊購入してみた。いずれもＢ５判で２０ページほどの冊子だ。内容は小学生以下と思われる少女の性行為や、児童買春の様子などが描写されていた。女子小学生を表す「ＪＳ」という表現が随所に見られる作品もあった。男性店員は「需要はある。でも、ただの趣味ですよ」と話した。

http://digital.asahi.com/articles/TKY201307260514.html?ref=comkiji_txt_end_kjid_TKY201307260514
＊毎日新聞
・くらしナビ・ライフスタイル:暴力や放任から一時保護「子どもシェルター」　心身休め「今後」考える場(6月29日)
　虐待などで家に居場所がない子どもたちを避難させ、次のステップにつなげる「子どもシェルター」が少しずつ広がっている。なぜシェルターが必要なのか。昨年４月、関西で初めて開設された京都市の子どもシェルター「はるの家」の取り組みから現状と課題を探った。【反橋希美】

　■７都府県で開設

　「私はくさっている」と無表情で壁に書く少女。タオルケットをかぶって、職員に顔を見せるまで１週間かかった子。職員の手作りの食事を食べて「レイショク（冷凍食品）がご飯やと思ってた」とつぶやく子−−。「はるの家」（定員・女子６人）は昨年４月の開所から今年６月１０日までで、１１〜１７歳の少女延べ２０人を受け入れた。「これまでの親との関係で、深刻な状態まで傷ついている子も少なくない」と大江ひろみ施設長（７７）は語る。

　子どもシェルターは２００４年、東京都の弁護士らが手探りで設置したのが始まりだ。家に居場所がない、おもに１０代後半の子どもたちを数週間、無料で受け入れる。

　子ども一人一人に担当弁護士が付き、親と関係調整しつつ、児童養護施設や、生活や就労を支援する「自立援助ホーム」などシェルター退所後の行き先を探す。現在、神奈川、愛知、岡山、広島など７都府県にあり、和歌山、北海道などでも準備が進む。

　■弁護士が支援

　各施設とも、開設や運営を中心的に担っているのは児童虐待や少年事件にかかわる弁護士たち。シェルターの開設理由を、はるの家を運営するＮＰＯ法人の理事長、安保（あぼ）千秋弁護士は「１０代後半の子どもがしばし心と体を休め、今後を考えられる受け皿が今までなかった」と話す。

　子どもを短期的に保護する公的機関は児童相談所の一時保護所があるが、１８歳未満が対象で、飽和状態の施設も少なくない。安保弁護士は「一時保護所は高年齢の子は保護してもらいにくいうえ、幼児から幅広い年齢の子が集まるので、精神的に不安定な子はなじみにくい」と指摘する。シェルターは、▽親から家を追い出され友人宅を転々とする▽少年審判を受けた後に帰る家がなく、このままでは少年院送致になってしまう▽児童養護施設を出た後に仕事が続かず、行き場がなくなる−−など、既存の社会制度からはこぼれ落ちていた子どもたちが利用できる。

　■当たり前の生活を

　はるの家で、子どもと寝食をともにする職員が重視するのは「当たり前の生活」だ。利用する子は生活体験に乏しい。女性職員（２３）は「『おやつにしよか』『今日、鍋にするけど何入れたい？』というやり取りすら、穏やかな生活を知らない彼女たちにとっては新鮮な経験」と語る。
　親から否定され続けてきた子が多く、意思を尊重することも重要だ。個室の鍵の管理は基本的に本人に任せ、自傷行為の恐れがある場合などは「心配だから入るね」と断る。職員は家庭について無理に聞かないが、落ち着いてくると、子どもたちは「お母さんは自分のことで精いっぱいで、かまってくれない」などと、秘めた思いを漏らし始めるという。

　■弱い財政基盤

　課題は財政基盤が不安定なこと。各施設の実績により、子どもシェルターは１１年７月、自立援助ホームの一類型として公費負担が認められるようになった。だが昨年度のはるの家の運営費約１３００万円に対し、京都市と国から支給されたのは約１１００万円。同市外の子どもを保護した場合、子どもの住居地の自治体が「保護の必要性」を認めず、医療費や生活費が出ない場合もあるという。安保弁護士は「初年度ということもあり多くの寄付をいただけたため黒字だったが、今年度は不安だ」と話す。

　退所先の確保も悩みだ。自立援助ホームは数が少なく、精神的な問題を抱えていると入所が認められにくいという。行き先がないため、いったん家庭に帰したものの、家族の問題が根深いため、シェルターに戻ってくる子どももいる。安保弁護士は「子どもたちの現状について、多くの人に関心を持ってもらいたい」と話す。

　寄付などの問い合わせは、ＮＰＯ法人「子どもセンターののさん」（０７５・２５４・８３３１）まで。

　◇養育環境、８割が不安定

　全国で初めて子どもシェルターを開設した「カリヨン子どもセンター」（東京都文京区）は２０１２年３月、同センターが都内で運営する２カ所のシェルターについて実態調査報告書をまとめた

報告書によると、０４年６月から１１年５月末までの利用者１６２人のうち約８割が、親による安定した養育環境がないことを理由に入所。７割強が入所前に実父母のもとを離れた経験を持ち、約３割が入所中に精神的な問題について何らかの対応を受けていた。センターは、退所先が短期で見つからない子のために中長期的に次の居場所を考えられる施設「ハーフウェイホーム」の設立を目指し、学習会を開いている。同センターの石井花梨事務局長は「こうした施設があれば、精神的な問題を抱えた子をもう少し見守ったり、就学を目指す子を支援できる」と話す。
　同センターなどがつくる「子どもシェルター全国ネットワーク会議」は子どもシェルターの広報用ＤＶＤを作成。希望者に貸し出している。問い合わせは同センター事務局（０３・５９８１・５５８１）まで

http://mainichi.jp/area/news/20130629ddn013040048000c.html
・くらしナビ・学ぶ:いじめや体罰、第三者委に多くの課題　真相究明に疑問符(7月1日)
　いじめや体罰の原因を調査し、対応を勧告するため自治体が有識者らによる「第三者委員会」を設置するケースが増えている。しかし、真相究明に至らず、責任の所在が不明確なまま調査を終える例も少なくない。６月、神戸市で開かれたシンポジウム「第三者委員会のあるべき姿を問う」では、さまざまな課題が浮かび、改善を強く求める意見が相次いだ。

　●「沈静化」に利用

　いじめや体罰で子供を失った遺族らでつくる「全国学校事故・事件を語る会」が主催、保護者や教育関係者ら約１２０人が参加した。

　シンポでは、２０１１年６月に愛知県立高２年の山田恭平さん（当時１６歳）を自殺で亡くした母優美子さん（４４）＝同県刈谷市＝や、１９９９年にラグビー部の練習中、熱中症で死亡した兵庫県川西市立中１年の男子生徒（同１３歳）の母親ら４人が体験を報告。「第三者委が真実の隠蔽（いんぺい）と事態の沈静化に利用されている」とその実効性に疑問の声が噴出した。

　「第三者委員会は学校を守るためにあるのですか」。優美子さんは涙ながらに訴えた。野球部員だった恭平さんは顧問が他の部員に体罰を加えたり、自分に暴言を吐いたりすることに悩んでいたという。県教委は１１年１１月、第三者調査委を設置したが、３人の委員名は非公表。不信感を抱いた優美子さんが調査委の聞き取りを拒否すると、今度は、調査委員長から「では、我々に分かる範囲で結論を出す」と言われた。調査は行きづまり、今年４月、県が知事部局に新たに別の調査委員会を設置。５人の委員を公表し、現在、関係者からの聞き取りを進めている。

　県教委は当初設けた第三者委について「早急に見直しを進めているところ」というが、優美子さんは「中立的な委員会の運営システムを確立すべきだ」と求めている。

　●異なる結論も

　調査の限界を指摘する意見も目立った。昨年９月、兵庫県川西市の県立高でいじめを受けた男子生徒が自殺した事件では、市の第三者機関が「いじめが原因の可能性が極めて高い」としたのに対し、県教委の第三者委は「関連付けは困難」と、異なる結論を出した。小学生の長男を自殺で亡くした同会代表世話人の内海千春さん（５４）＝兵庫県たつの市＝は「第三者の皮をかぶった内部調査委員会がはびこっている。原因すら特定しないのに再発防止などできるはずがない」と批判した。

　●権限が不十分
参加者からは、第三者委の調査権限が不十分な点を指摘する声もあった。大津市で中学２年の男子生徒がいじめを受けて自殺した事件で、市の第三者調査委は加害生徒からの聞き取りに難航した。男子生徒の父親（４７）は「資料請求や生徒らへの聞き取り権限を付与すべきだ」と主張。遺族と行政が指定する委員を同数にする▽生徒らへのアンケート実施を法制化する−−なども求めた。
　川西市の第三者機関委員を務めた住友剛・京都精華大人文学部准教授は「第三者委の報告書をチェックする仕組みも必要」と提言。学校事故に詳しい池田安寿奈弁護士（兵庫県弁護士会）は「勝ち負けにこだわる裁判での真相究明は限界がある。第三者委には司法に果たせない役割があることを自覚し、責任を果たすべきだ」と述べた。【豊田将志】

　◇いじめ防止対策推進法　第三者委設置、義務づけなし

　都道府県・政令市のうちいじめに関する第三者委員会を常設しているのは、毎日新聞の昨夏の調査で、７自治体（秋田県、埼玉県、神奈川県、札幌市、横浜市、川崎市、浜松市）だったが、その後、北九州市が設置し、北海道や仙台市が現在検討中。政令市以外でも大津市や富山県射水市が導入するなど広がっている。

　６月２１日に成立したいじめ防止対策推進法は、第三者委の設置は義務づけていない。ただ、いじめ防止のために、学校が複数の教職員や心理・福祉の専門家らで構成する組織を置くことや、児童・生徒の生命などに影響を及ぼすような重大事態が起きた時は、学校や自治体が迅速に調査委を設置することを求めている。こうした組織のメンバーに第三者を参加させることは付帯決議の中に盛り込まれた。だが、付帯決議は法的拘束力がない。大津市でいじめを受けて自殺した中学２年の男子生徒の父親は成立後の記者会見で「運用に問題があれば即座に見直してほしい」と訴えた。

　自民党教育再生実行本部のいじめ問題対策分科会の座長で、立法に関わった馳浩衆院議員は毎日新聞の取材に対し、第三者委設置を条文に盛り込まなかった点について「地方分権の観点から、国が法律で定めるよりも自治体の判断に任せたい」と説明。調査委などの実効性の担保に関しては、同法で、調査委の調査結果を首長が再調査することができ、その結果を議会に報告する義務を盛り込んだ点を強調。「学校を密室化させない」としている。【三木陽介】

http://mainichi.jp/feature/news/20130701ddm013100042000c.html
・たまてばこ:同性愛「一人じゃない」（7月3日）
　福岡市に住む祐也さん（３０）はＮＧＯ（非政府組織）「Ｌｏｖｅ　Ａｃｔ　Ｆｕｋｕｏｋａ（ＬＡＦ）」の代表として、エイズウイルスの感染予防や啓発活動に走り回る。８年前、同性愛者である自分を否定し、人生に絶望していた時に一筋の光明を与えてくれたのがＬＡＦだったのだ。

　自分が、人と違うと意識し始めたのは高校の頃だった。友達と女の子の話をしても興味はなかった。幼い頃から好きになったのはいつも男の子。そのことは言ってはいけないと思っていた。だが言葉や仕草が女っぽかったのか、「おかまっぽい」「気持ち悪い」といじめられた。不登校になり、家に閉じこもった。親にも言えず、自殺を考えたこともあった。

　勇気を振り絞って数人の友人に打ち明けたが、返ってきた言葉は「治らないの？」「応援できない」。やっぱり自分は受け入れられないんだと心を閉ざした。

　転機は２２歳の頃、雑誌で見つけた同性愛者の集まるイベントに参加したことだった。皆、自分と同じ悩みや苦しみを抱えていた。「一人じゃないんだ」と心が軽くなった。そして、この集まりでＬＡＦの活動を知り、生きる指針を見つけたような気がした。友人も増え、ようやく自分を肯定できるようになり、父と母に打ち明ける決心をした。

　実家を訪ね、両親と食卓を囲んだ。「話がある」と切り出したが、涙で言葉が出ない。話し始めると、２人の表情がこわ張っていくのが分かった。母は「なんで」と声を出して泣いた。無言だった父は「祐也の人生だから」と母を慰めた。

　帰り際、母は意を決したように言った。「あなたの好きなように生きなさい」。その後、母は原因不明の熱に悩まされた。一方で、自分の将来のために貯金を始めた。今も同性愛については触れないが、見守ってくれていると感じている。

　ＬＡＦの活動の他、大学などで講演することもある。同性愛者は人口の３％ともいわれる。自分たちは決して異質ではない−−。その思いを一人でも多くの人に伝えたいと思っている。【遠山和宏】

http://mainichi.jp/area/news/20130703ddp041070025000c.html
・課題に挑む:スクールソーシャルワーカー　負の循環生む人材不足（7月8日）
　不登校やいじめといった学校が抱える課題に対し、福祉の専門家として解決を目指すスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）。先月成立した「いじめ防止対策推進法」は、学校が常設するいじめ防止組織に福祉の専門家を入れるよう求めている。その需要はますます高まりそうだが、現場では人材不足に直面している。現状と課題を取材した。

　●実習先少なく

　「ＳＳＷを志望する学生は多いが、実習の受け入れ先が少ない」。６月に東京都内で開かれた「スクールソーシャルワーク教育課程認定校」の情報交換会の席上で、認定校の一つ、日本福祉大（愛知県美浜町）の野尻紀恵准教授は、現場の窮状を訴えた。

　情報交換会は、ＳＳＷ養成の現状と課題を話し合い、改善や国への要望に生かす狙いで開かれた。２００９年度に認定校制度が始まって以来初めての会合で、養成校の担当教員約２０人が参加した。

　参加者から課題として真っ先に挙がったのが、冒頭のような実習生の受け入れ先の問題だった。認定校には８０時間の実習が求められるが、都内のある私立大の担当教員は「受け入れ先を探して毎年いろいろな市区町村を歩いている。安定した受け入れ先がほしい」。九州の私立大教員は「県や市に受け入れ先がない。私立大の付属中でＳＳＷを採用してもらい、実習の受け入れ先にしている」と苦肉の策を打ち明けた。

　●全国に７００人のみ

　受け入れ先が不足している原因は、ＳＳＷの数の少なさだ。全国で活動するＳＳＷは約７００人で、子供たちの心のケアや相談に応じるスクールカウンセラー（ＳＣ）に比べ約１０分の１。ＳＣは１９９５年度から国の活用事業が始まり、神戸連続児童殺傷事件（９７年）や大阪教育大付属池田小事件（０１年）を機にその必要性が高まり、国も配置人数を増やしてきた。今年度、公立中では全校、公立小は約６割に配置した。

　一方、国のＳＳＷ活用事業の開始は０８年度と歴史が浅い。財政面の制約があり、一気に増やすのは難しい。文部科学省は今年度予算で配置人数の倍増を目指したが、予算折衝で削られ、２割増にとどまった。

　ほとんどが非常勤という雇用形態も、養成側の悩みが大きい。ある大学の担当者は「雇用環境が不安定なのに、なりなさいとは言いにくい」とため息まじりに語った。大阪府立大（堺市）の山野則子教授の全国実態調査では、ＳＳＷの勤務日数は年間「１００日未満」（およそ週２日未満）が半数。「ＳＳＷの仕事は家庭訪問したり、放課後に学校の会議に出たりすることが必要だが、この勤務時間ではしたくてもできない」と山野教授は指摘する。

調査では、ＳＳＷのうち社会福祉士など福祉の有資格者は約４割にとどまることも判明。現場は「人数や勤務時間が少ない」→「十分な実習ができない」→「人材を輩出できない」という負の循環に直面しているのだ。
　●「先生も学んで」

　このほか、担当教員からの要望が強かったのが、教員志望の学生に対する社会福祉教育の充実だ。学校では、社会福祉の観点から課題解決を図る発想や経験がまだ不足している。不登校やいじめの背景には、貧困や児童虐待といった家庭の問題が潜むケースも少なくない。「学校の先生が社会福祉分野の知識も身につけておく必要がある」。山野教授がそう指摘すると「学校にＳＳＷの理解者を増やさないといけない」と同調する声が相次いだ。

　しかし、現行の教員養成課程には、生徒指導や教育心理について学ぶ科目はあっても「スクールソーシャルワーク論」といった社会福祉系科目は入っていない。山野教授は文科相の諮問機関「中央教育審議会」などでその必要性を訴え続けているが、社会福祉系の科目が採用される見通しは今のところない。

　そのため、大学の裁量や工夫によるところが大きい。大阪府立大は社会福祉系の学科以外の学生でも卒業単位に認めており、教員志望の学生向けの説明会で、社会福祉系科目を選択するよう勧めている。日本福祉大も同様に学生に対してアプローチしているという。富山国際大（富山市）は、教員志望の学生にもＳＳＷや社会福祉士の資格取得を勧めているほか、ＳＳＷ志望者にも、教員を目指す学生が受ける「教育実習」を取るよう指導。同大の村上満准教授は「これから学校で福祉との連携は不可欠」と訴えた。

　こうした現場の声を受け、文科省は、毎年実施している全国の教育委員会の指導主事や学校の生徒指導担当教員を対象にした研修の中で、新たに社会福祉をテーマにした授業を取り入れる検討を始めた。【三木陽介】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇スクールソーシャルワーク教育課程認定校

　日本社会福祉士養成校協会が実践力の高いＳＳＷを育成するために作った制度。２００８年度に国の活用事業が始まったのを受け、０９年度から始めた。社会福祉士や精神保健福祉士といった福祉系の国家資格の取得を前提としたコース。現在認定校は２９大学・専門学校。

http://mainichi.jp/feature/news/20130708ddm013100027000c.html
・ヘイトスピーチデモ:無関心が生む差別　外国人記者に聞く(7月10日)
　在日コリアンらの排斥を掲げ、東京や大阪などで続いている「ヘイトスピーチ（憎悪表現）」デモ。このデモをテーマに取り上げた会合が９日、東京・有楽町の日本外国特派員協会であった。日本ではほとんどみられなかった差別的デモは日本を知る外国人にどう映るのか。特派員らに聞いた。【青島顕、岸達也、小泉大士】

　来日１６年目で初めての体験だと驚くのは「新月通信社」の米国人記者、マイケル・ペンさんだ。「米国社会には差別やヘイトスピーチが存在したが、日本にはなかった。１０年前にはあり得なかったことだ」

　その上で「要因は複雑だ。経済不安や教育の問題、中韓との関係悪化などがあるのではないか。最近は日本社会のつながりが弱くなってしまった。インターネットの時代になり『１人の社会』が生まれている。その中で極端な思想が生まれたのかもしれない」と分析する。ただ、法規制については「表現の自由との兼ね合いがあり、法律で禁止するのは疑問だ」と述べた。

　フランスＲＴＬ放送のジョエル・ルジャンドル日本特派員が強く印象づけられているのは、日本人の無関心だという。

　「日本人の大多数は平和的で非常に賢いのに、（１日の日韓外相会談で問題視されたように）デモを行うごく少数の極めて保守的な人のために日本は政治・経済両面であまりに多くの困難に直面している」。そう話した上で、ルジャンドルさんは差別的なデモが続く背景を「多くの日本人があまりに無関心だからだと思う」と述べた。

　「日本は東日本大震災直後は全世界の同情を集めていたが、そのイメージが急速に変わってきている」と指摘したのは、米ニュースサイト「ハフィントンポスト」に記事を書いているカリフォルニア州立大フラートン校のナンシー・スノー教授だ。

　２０年来、日米を行き来しているスノー教授が一因に挙げたのが、在日コリアンが多く住む大阪・鶴橋であったデモで１４歳の女子中学生が「鶴橋大虐殺を実行しますよ」と発言したことだ。「映像はネットで各国に流れている。何千人もの日本の中学生が同じように思っていると受け止められかねない。３・１１後の日本のイメージに与える影響を危惧している」と語った。

９日の会合には約３０人が参加。ゲストスピーカーの新右翼「一水会」の鈴木邦男顧問が「弱い人たちが普段言えないことを言い、自分が巨大な国になったような幻想を抱いている」と指摘。デモの規制を主張している有田芳生・民主党参院議員が「戦後６８年で最も異常なデモ。不満のはけ口として参加している人もいる」などと話した。
　◇海外で規制２種類「表現の自由への脅威にも」

　諸外国の規制には大別すると、個人に罰を科すための刑事法（刑法）と被害者救済が目的の人権法による２種類がある。

　英国などでは実際に訴追されたケースがある他、カナダでは「ユダヤ人は邪悪」などと教室で発言した高校教師の有罪が１９９０年に確定している。一方、米国では連邦最高裁が９２年、規制は違憲との判断を示した。

　日本の刑法関連規定には脅迫罪や名誉毀損（きそん）罪などがあるが、静岡大人文社会科学部の小谷順子教授は「不特定多数に対するヘイトスピーチには適用されない」。人権法による規制も「対象となる表現行為が幅広くなりがちで表現の自由への重大な脅威となりうる」と慎重だ。

http://mainichi.jp/select/news/20130710k0000m040122000c.html
・性暴力救援センター和歌山:県立医大病院内、きょう開設　専用電話も　／和歌山（7月16日）
　性暴力の被害者が医療やカウンセリング、法的支援など必要な援助を１カ所で受けられる「性暴力救援センター和歌山」＝通称・わかやまｍｉｎｅ（マイン）＝が１６日、県立医大病院の中に開設される。相談専用電話（０７３・４４４・００９９）も設ける。運営する県男女共同参画センターは「誰に相談したらよいか分からず１人で苦しむ被害者を支援し、被害が隠れてしまうのを防ぎたい」と話している。

　和歌山弁護士会の提案を受け、県が開設準備を進めていた。社会福祉士の資格を持つ女性相談員が平日の午前９時から午後５時まで常駐し、電話や面談で相談に乗り、被害者が望む支援を調整する。被害者は同病院で性感染症の検査や緊急避妊薬の処方なども受けられる。初診は無料。

　医療以外には、警察への連絡など刑事手続きのサポートや、和歌山弁護士会や法テラスと連携し、弁護士への相談、民事手続きなどの支援にもつなぐ。さらに、県子ども・女性・障害者相談センターや精神保健福祉センターなどと協力して、カウンセラーの紹介や配偶者暴力、性的虐待の相談などにも対応する。

　電話の受け付けは、祝日と年末年始を除く午前９時〜午後５時（土日は午後４時半まで）。緊急避妊などについての電話応対は、祝日も含めて午前９時〜午後１０時。【中村好見】

http://mainichi.jp/area/wakayama/news/20130716ddlk30040204000c.html
・名古屋・中２飛び降り:勇気持って話して　西尾いじめ自殺生徒の父、大河内祥晴さん（7月18日）
　名古屋市南区の市立中２年の男子生徒（１３）が「死ねと言われた」などのメモを残して自殺した問題で、市教委が１６日に公表した全校生徒アンケートの結果は、「死ね」と言われている様子を見聞きしたとする回答が２１件に上るなど、いじめの存在を強く疑わせるものだった。男子生徒の自殺やアンケート結果から何を学ぶべきなのか。愛知県西尾市で１９９４年にいじめを苦に自殺した中学２年、大河内（おおこうち）清輝（きよてる）君（当時１３歳）の父親で、同市のいじめ相談員も務めた祥晴（よしはる）さん（６６）に話を聞いた。祥晴さんは「（調査の目的は）犯人捜しではなく、悲劇の原因に気付くきっかけをつかみ、今後に生かすこと」と訴えた。【聞き手・安達一正】

　周りの生徒は、ちょっかいをかけた程度に思っていたのかもしれない。しかし男子生徒は何度も「死ね」と言われることに対し、「自分がもっと精神的に強くならないといけない」と悩みを一人で抱え込み、誰にも打ち明けられないまま追い詰められていったのだろう。

　「死ね」「キモイ」などはきつい意味を持つ言葉だが、何度も口に出したり耳にしたりしているうちに、子どもや教師、さらに社会全体までが鈍感になり、きつく感じなくなっているのではないか。こうした言葉を使う子どもがいたら、教師がきちんと怒らないといけない。そして学校全体で情報を共有し、早期に対応すべきだ。

　清輝の死後、いじめに加わった子どもたちには、毎月の命日に仏前に座ってもらった。親として彼らのやったことは許せず、拒絶することもできたが、自らの行為についてしっかり考えてもらうことが真の反省につながると思ったからだ。

　今回のアンケートの目的は犯人捜しではなく、何が足りなかったのか、皆が悲劇の原因に気付くきっかけをつかみ、今後に生かすこと。教師や子どもたちは、これからの調査にも正直に話してほしい。

　悩みを抱えている子には、「今は狭い小さな空間にいるかもしれないが、これからもっと広い空間に出れば、新たな出会いがたくさん待っているよ」と伝えたい。今後の出会いを信じて、抱えきれない悩みがあるなら、勇気を持ってまず、先生や友人など周りの人に話をしてほしい。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◇東海３県のいじめ相談電話

いじめ　ほっとライン２４（愛知）

　電話０５２・２６１・９６７１（２４時間対応）

いじめ相談２４（岐阜）

http://mainichi.jp/area/news/20130718ddq041040014000c.html
・広島・呉の少女遺棄:逮捕の１少女、虐待受け生活保護　１Ｋで共同生活(7月20日)
　広島県呉市の灰ケ峰（はいがみね）の山中に若い女性の遺体が遺棄された事件で、死体遺棄容疑で逮捕された７人のうち、広島市中区の少女（１６）が生活保護費を受給していたことが１９日、捜査関係者への取材で分かった。親のネグレクト（育児放棄）が原因とみられるため、単身世帯として直接、受け取っていた。逮捕された未成年者６人の中には、少女以外にも児童虐待を受けていた者がいるとみられ、県警捜査本部は過酷な生活環境が事件の遠因になった可能性があるとみて調べている。【黄在龍、石川裕士、吉村周平、中里顕】

　◇車から血液反応

　また、７人が被害者を山中に運んだ車の床から大量の血液反応が出たことも判明。捜査本部は、車内での暴行を裏付けるものとみている。

　生活保護の受給基準は年齢制限がなく、未成年者の単身世帯でも要件を満たせば生活保護費を受給できる。

　福祉や捜査の関係者によると、少女は今年に入り、月額約１０万円の生活保護費を受給。周囲に「親からネグレクトされていた」と打ち明けていたという。

　少女は一時、鳥取県内の施設に保護されたこともあったが、その後は友人宅を転々として、今年４月中旬、広島市中区の６階建てマンションに入居した。部屋は６畳の洋室とキッチンなどがついた１Ｋタイプ。家賃は生活保護の中の住宅扶助費上限である月額４万２０００円（広島市の場合）だった。

　マンションには交際相手の少年（１６）＝鳥取県米子市＝ら今回の事件で逮捕された者が複数、出入りしていた。事実上、未成年者だけで共同生活を送っていたという。

　関係者によると、逮捕グループの中には、同様に、育児放棄のような児童虐待を受けるなど、家族との間で深刻な問題を抱えている者が複数いるという。

　少女は、１４日に逮捕された広島市東区の少女（１６）に誘われ、被害者とみられる高等専修学校の女子生徒（１６）と一緒に接客業をしていた。その収入と生活保護費で生計を立てていたとみられる。

　捜査本部はこうした少女らの生活環境が事件に及ぼした影響についても調べる方針。

　◇未成年者受給、全国で１４７３世帯

　厚生労働省によると２０１１年７月末現在、全国の生活保護受給世帯（約２０２万世帯）のうち、未成年者は１４７３世帯（人）に上る。年齢別では▽５歳以下＝３９人▽６〜１１歳＝３８人▽１２〜１４歳＝５０人▽１５〜１７歳＝２９５人▽１８〜１９歳＝１０５１人。

未成年者は、育児放棄のように家族や親族に養ってもらえないケースで、施設入居など他の行政支援策が適用できない場合、単身生活の生活保護費が支給される。未成年受給者数の大部分を占めるとみられる施設入居者にも生活保護費が支給されるが、行政支援策からはみ出た部分のみの支給という。
　厚労省は、今回の死体遺棄事件で明らかになったような施設に入らず、マンションなどで単身生活を送る未成年受給者数について統計がないとしている。

　自治体担当者によると、未成年者が生活保護を受ける場合、受給者に就職のために必要な学歴や職務経験がないことがある。このため、経験がなくてもできる単純作業などで働くが、同僚と境遇が違うために職場になじめず退職するケースがみられるという。

　元ケースワーカーで、花園大学社会福祉学部の吉永純教授（公的扶助論）は「生活保護を受給する少年少女の単身生活は原則、避けるべきだ。ただやむを得ない場合は、児童相談所、福祉事務所、警察などで設置する専門の地域協議会が受給者を定期的に訪問して、地域のネットワークによる支援を絶やさない対応が重要だ」と指摘している。【吉村周平、石川裕士】

http://mainichi.jp/area/news/20130720ddn041040013000c.html
・児童虐待:被災地で増加率高く　福島沿岸部は過去最多に（7月28日）

　昨年度初めて全国で６万件を超えた児童虐待の件数に関し、とりわけ東日本大震災の被災地で増加が確認された。児童相談所（児相）が２０１２年度に対応した虐待相談は、福島県では３１１件で前年度より５２件増え、増加率は全国平均の倍近い２０％。仙台市を除く宮城県も８７５件で、増加率は２８％に達した。関係者は、震災や原発事故に伴う避難による親のストレスなどを背景に挙げている。

　厚生労働省が２５日発表した全国の昨年度の相談対応件数（速報値）は、虐待に対する社会の関心の高まりも受け、１９９０年度の調査開始以来最多の６万６８０７件で前年度比１１％増だった。

　福島県は、原発事故の避難区域を抱える双葉郡や南相馬市などを受け持つ浜児相分が前年度比２．１倍の１２０件で過去最多となり全体の４割を占めた。県外避難者が多いにもかかわらず、県全体の相談件数は１０年度２２４件、１１年度２５９件、１２年度３１１件と大幅増が続き、県は「震災と原発避難の影響が数字に表れた」（児童家庭課）と分析する。１２年に県警が受理した相談も１０９件と前年から８割増えた。

　宮城県は、震災被害が大きかった名取市などの沿岸部を担当する中央児相分が前年度比３０％増の３７４件。被害が深刻だった石巻市や東松島市を抱える東部児相は前年度と同じ１６９件だが、県は「落ち着いて相談できない状況の人も多い」（子育て支援課）とみる。

　被災地の中では景気が良いとされる仙台市は、４４２件で前年比８％減。だが、宮城県警全体の虐待対応は２５４件と前年より３割強増え、子が親の暴力を目の前で見るといった心理的虐待が全体の６割を占めた。岩手県は３７６件で前年度から微減したが、県警対応は約１割増の１４４件だった。【野倉恵】http://mainichi.jp/select/news/20130728k0000e040079000c.html
・児童虐待:被災地で急増　失職…児童に矛先　避難先でも、孤立の末に首絞め（7月28日）
　東日本大震災の被災地で児童虐待が深刻化している。虐待の現場を訪ねると、避難先での不安定な生活のストレスなどが、幼い子に暴力が向かう背景にあることが浮かび上がる。【野倉恵、宗岡敬介】

　「お母さん、来ないの」。福島県内の児童養護施設で、小学校低学年の男児は小さな声でうつむいた。面会予定だった母親が急に来られなくなったのだ。

　男児は年明けからこの施設で暮らす。２０１１年３月の東京電力福島第１原発事故後、母親や義父と一緒に沿岸部の自宅から内陸部の借り上げ住宅に避難したが、その頃から義父の暴力が増え始めた。「（動作が）遅い」と、ささいなことで手を上げられた。

　おびえた男児が教師に打ち明け、保護されるきっかけになった。施設長は「義父は仕事を失ったことによるイライラを、狭い室内で一緒に過ごす男児にぶつけてしまったようだ」と見る。

　最近、男児の表情が柔らかくなってきた。年下の子にちょっかいを出し、指導員にたしなめられることもある。施設長は「ここが安心と分かり、どこまで受け入れられるか試している」と見守る。

　県外に避難した子供が虐待されるケースもある。福岡県久留米市で昨年７月２１日夜、路上を泣きながら歩いていた５歳女児が警察に保護された。「言うことを聞かないから出ていけって、ママに言われた」と話したという。首には手で絞められた痕があり、母親（３１）が傷害容疑で逮捕、起訴された。

　母親は１１年４月、幼い娘４人を連れ、福島県郡山市から久留米市に避難し、公営住宅に入った。約３カ月後に市役所の担当者が訪れると、室内はごみだらけで４人は紙パンツだけの姿だった。当初は住民らが部屋を訪ねて声を掛けていたが、母親は次第に出てこなくなり、孤立していった。

　近所から騒音への苦情があったことを気にしていたという母親は、公判で「うちの子供は（ここでは）泣かせちゃだめだと思った」と語り、４人の子を抱えて避難生活を送る重圧から精神的に追い込まれたと訴えた。

　福島県内で母子家庭を支援するＮＰＯ法人代表の遠野馨さんは「震災後の深い喪失感から何もする気にならず、育児放棄してしまう母親が仮設住宅で増えている。全国の避難先でも一歩手前の家族は多いはずだ」と指摘している。

http://mainichi.jp/select/news/20130728ddm041040126000c.html
＊読売新聞
・子どものニュースウイークリー　国際結婚で生まれた子　守る（7月2日）
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EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(いらすと),イラスト)・EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(すぱいすこみにけーしょんず),スパイスコミニケーションズ)（EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(よしの),吉野)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(えみこ),恵美子)）

　「EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(はーぐ),ハーグ)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(じょうやく),条約)」をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(しって),知って)いますか？　EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(こくさいけっこん),国際結婚)でEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(うまれた),生まれた)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(こども),子ども)をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(いっぽう),一方)のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(おや),親)が勝手に国外にEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(つさ),連れ去っ)た場合にどうするか、国々が話し合って決めたルールです。

　日本でも５月のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(こっかい),国会)でEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(しょうにん),承認)され、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(らいねん),来年)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(はる),春)までにはEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(さんか),参加)することになりそうです。EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(つれさり),連れ去り)をめぐるEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(とらぶる),トラブル)はEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(ふ),増)えていて、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(あめりか),アメリカ)やEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(よーろっぱ),ヨーロッパ)から早くEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(くわ),加)わるようにEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(うなが),促)されていました。

　ハーグ条約ができたのは１９８０年です。オランダのハーグという都市で開かれたEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(こくさいかいぎ),国際会議)で話し合われたことからそうEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(よ),呼)ばれ、８９か国が参加しています。

　連れ去られた子どもが１６EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(さい),歳)にEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(み),満た)ないEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(ばあい),場合)、もうEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(いっぽう),一方)のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(おや),親)がEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(もと),求)めれば、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(げんそく),原則)としていったん元の国にEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(もど),戻)し、どちらがEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(そだてる),育てる)かをEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(はなしあい),話し合い)やEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(さいばん),裁判)のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(ば),場)でEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(きめる),決める)というのがEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(しゅ),主)なEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(ないよう),内容)です。

　EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(こども),子ども)をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(まもる),守る)のがEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(もくてき),目的)ですから、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(つれさり),連れ去り)からEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(１ねん),１年)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(いじょう),以上)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(す),過)ぎてEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(こども),子ども)がEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(せいかつ),生活)になじんでいるEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(ばあい),場合)や、「EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(ぎゃくたい),虐待)」といってEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(こども),子ども)がEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(ぼうりょく),暴力)をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(うけかねない),受けかねない)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(ばあい),場合)はEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(のぞ),除か)れます。

配慮も必要

　２０１１年の国のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(ちょうさ),調査)では、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(にほんじん),日本人)のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(こくさい),国際)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(けっこん),結婚)はEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(１ねんかん),１年間)にEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(やく),約)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(２まん６０００くみ),２万６０００組)、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(りこん),離婚)も約１万７８００組に上っていて、日本人の親が子どもを勝手に日本に連れEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(かえ),帰)ったケースは、アメリカだけでこれまでに８０EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(けん),件)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(いじょう),以上)といわれます。これが、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(がいこく),外国)からはEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(きまり),決まり)にEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(そむ),背)いたEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(ふほう),不法)なEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(おこない),行い)とみなされ、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(ひはん),批判)をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(うけて),受けて)きました。

　ただ、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(かてい),家庭)でEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(がいこくじん),外国人)のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(おっと),夫)からEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(ぼうりょく),暴力)をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(ふ),振)るわれ、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(のが),逃)れるためにEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(こども),子ども)とEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(いっしょ),一緒)にEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(きこく),帰国)したEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(ひと),人)などにはEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(はいりょ),配慮)がEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(ひつよう),必要)だというEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(いけん),意見)がEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(にほん),日本)では強くあります。

　EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(６がつ),６月)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(１２にち),１２日)には、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(じょうやく),条約)のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(こくない),国内)でのEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(てつづ),手続)きをEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(さだめた),定めた)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(ほうりつ),法律)がEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(せいりつ),成立)しましたが、そのEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(なか),中)では、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(もと),元)のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(こく),国)にEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(もどった),戻った)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps10 \o\ad(\s\up 9(ばあい),場合)、相手から暴力を受けかねない場合などをEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(あ),挙)げ、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(さいばんしょ),裁判所)のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(はんだん),判断)によってはEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(こども),子ども)をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(もどす),戻す)のをEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(こば),拒め)ることになりました。

　EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(こっきょう),国境)をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(こ),超)えたEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(はなしあい),話し合い)やEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(さいばん),裁判)はEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(おおきな),大きな)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(ふたん),負担)になります。EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(くに),国)には、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(おやこ),親子)をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(ささ),支)えるEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(しくみ),仕組み)をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(ととのえて),整えて)いくことがEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(もと),求)められています。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/children/weekly/20130622-OYT8T00614.htm
・夢の扉開くシェアハウス（7月1日）

◇児童養護施設退所者受け入れ～守山のＮＰＯ

[image: image14.jpg]


「夢コート」に設けたサロンスペースを紹介する杉山さん（守山市内で） 

　児童養護施設で暮らす子どもが、施設を退所した後、住む場所がなくて困るのを防ごうと、守山市のＮＰＯ法人「四つ葉のクローバー」が３０日、同市に、退所者を受け入れるシェアハウス「夢コート」を開設した。同ＮＰＯ理事長の杉山真智子さん（５３）は「現住所が定まっていないと就職などで不利益を受けるケースも少なくない。施設を退去して社会の荒波に一人で立ち向かって行かなくてはならなくなった人たちの手助けができれば」と話している。

　児童養護施設は、親による虐待があったり、家庭が経済的に困窮していたりする場合に、子どもを保護、養育する公的施設。県によると、県内には４施設（大津市二つ、守山市、甲賀市）で現在、計約１７０人が生活している。

　養護施設が受け入れるのは原則１８歳まで。高校を卒業すると、「自立した生活が可能」とみなされ、退所しなければならない。しかし、施設退所者は、頼れる人や場所が限られていることが多く、職を失った後、ホームレスになったり、犯罪に走ったりするケースもあるという。

　杉山理事長は５年前から、守山市の児童養護施設「守山学園」で、入所者と遊んだり、話し相手になったりするボランティアに取り組んでいるが、入所者が退所した後、行き場がなくて困っている事例を数多く見てきた。

　県内には、児童養護施設とは別に、家庭で生活できない１５～２０歳の子どもを受け入れる民間の「自立援助ホーム」が大津市に１か所あるだけだ。杉山理事長は「それならば自分も」と決意し、シェアハウスの開所の準備を進めた。

　シェアハウスは、守山市役所近くの４階建てビルの３、４階（計約２００平方メートル）で、１１～１４平方メートルの６部屋で６人を受け入れる。改装費の一部には国の補助金を活用した。

　電気と水道代込みで、利用料は月額２万円。大学生は４年間、就職者は３年間を上限に、生活基盤が整うまで住める。引きこもりや貧困などで親元を一時的に離れた方がよい人の短期入所も受け入れる。

　３階にはキッチンを備えたサロンスペースがあり、午前１０時～午後５時は相談員が常駐して、普段の生活の悩みを聞く。また、中卒や高校中退者で、就職のため、資格試験を目指す人に向けた学習会なども予定する。

　守山学園の西崎等恵園長は「これまで退所後の生活に困っている人には職員が個人的にサポートしてきたが限界もあった。こうし取り組みが広がってもらえるとありがたい」と話している。

　「夢コート」の入居募集は７月１日から。対象は２２歳程度以下の人。入居には施設の紹介状、または保護者の同意書が必要で、面接の上、入居の可否を判断する。

　問い合わせ、申し込みは杉山さん（０８０・６１６０・４２８０）へ。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shiga/news/20130630-OYT8T00969.htm
・いじめ・体罰への対応盛り込む・・・・　文部科学白書（7月9日）

下村文部科学相は９日の閣議に２０１２年度版文部科学白書を報告した。

　いじめ・体罰問題への対応や、政府の教育再生実行会議の提言などを詳しく紹介している。

　今回の白書は、いじめや体罰問題をまとまった形で取り上げた。いじめを受けていた生徒が自殺した問題を受け、文科省が緊急にいじめの実態調査を行ったことや、犯罪にあたるいじめ行為があった場合、警察に相談・通報するよう学校に求めたことなどをまとめた。

　体罰問題では、各都道府県教委に対し、懲戒と体罰の区別を示したことを報告。「いじめや体罰への対応を徹底し、一人でも多くの子供を救うことは緊急課題」と強調した。

　閣議後、下村文科相は「いじめの加害者にも、被害者にも、傍観者にもさせないという姿勢を、文科省としても示していく」と話した。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130709-OYT1T00414.htm
・アンケに「いじめと書くな」と指導した女性教諭（7月10日）

栃木県栃木市の市立小学校で、いじめに関するアンケートを実施した際、３年生を担当する３０歳代の女性教諭が、いじめの申告件数が多くならないように児童を指導したうえで、回答させていたことが分かった。

　アンケートは、市がいじめの実態を把握するために市内の全小中学生を対象に無記名で行った。同小では今月４日に実施された。

　同小によると、女性教諭は、アンケート記入に先だって、担当のクラス全員に「いじめは一方的なもの。みんながしているからかいなどはケンカ。いじめと書くと多くなるので書かないように」と指導したという。

　また、女子児童の一人が、今年４月に同級生に鉛筆で腕を刺されたとして、「いじめあり」の欄に丸印をつけていたが、女性教諭はアンケート回収後に女子児童を呼び出し、いじめにあたらないなどと説明。ペンで「いじめではない」に丸印をつけ、本人が納得済みである旨も加筆したという。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130710-OYT1T00201.htm?from=main4
・青少年のオンライン活動実態に関する調査結果（7月10日）
米マカフィーは、7月1日、青少年のオンライン活動の実態について調査した「2013 年デジタル世界の知られざる真相：親と子のオンラインの断絶を徹底解明（2013 Digital Deception: Exploring the Online Disconnect between Parents and Kids）」を発表した。

　調査は、2013年4月3～15日に、アメリカの10～23歳の青少年と、10～23歳の子どもを持つ親を対象に、計2474件のオンラインインタビューによって実施。「トゥイーン（本来は8～12歳だが、この調査では10～12歳）」「ティーン（13～19歳）」「ヤングアダルト（若年成人）」のオンラインでの習慣と興味の対象について分析した。

　調査によれば、62％の親は子どもがオンラインで深刻なトラブルに巻き込まれる可能性があることを理解しておらず、80％の親は子どものオンラインでの行動をどうやって把握するかさえ知らなかった。74％の親は「自分の手に負えない」と率直に認めており、デジタル分野で子どもに追いつく時間も気力もなく、「悪いことが起きないように願うしかない」と回答している。

　39%の親は、保護者機能を使用して子どものオンラインでの行動を監視しようとしている。しかし、「トゥイーン」の41%は親にモバイルアプリのパスワードを設定されているが、そのうち92％はそのパスワードを知っているという。「トゥイーン」の親の60％は、自分の子どもはパスワードを知らないと思っている。

　ティーンは、約25％が1日に5～6時間をオンラインで過ごしているが、過半数の親はオンライン時間を1～2時間だと考えているという。

　ティーンの86％がソーシャルサイトを安全だと思っており、「メールアドレス」（56％）、「デートの相手といった私的な活動」（31％）など、個人情報を継続的に投稿している。一方、子どもがメールアドレスを掲載していることを知っている親は17％で、デートの相手など個人情報を掲載していることを知っている親はわずか12％だった。

　ティーンの95％は、少なくとも一つのソーシャルメディアのアカウントを所有している。Facebookが最も人気が高く（約86％）、以下、 Twitter（約59％）、Instagram（約46％）、Pinterest（約42％）、Tumblr（約38％）、Snapchat（約 33％）と続く。

　ソーシャルメディアにおけるいじめに関する質問では、10～23歳の27％が、ソーシャルネットワークで陰湿な行為が行われているのを見たことがあると答えており、89%はFacebookで陰湿な行為が起こったと述べている。トゥイーン世代の36％はTwitterで、19％はInstagramでこうした行為を目にしたことがあるという。

　18～23歳の58％は、これらのサイトでコメントを投稿したことがあると答え、そのうち46％は下品な言葉遣いによるもので、26％は悪意に満ちたものであった。また、13～23歳の14％は、他人のソーシャルネットワークのアカウントや電子メールを盗み見したことがあると答えている。また、 13～23歳の57％以上がインターネットを使って性的なトピックを検索しているが、子どもがそのようなことをしていると考えている親は13％にすぎない。

　調査では、青少年のオンラインでの行動が親の認識とは大きく隔たっていることが明らかになった。一方で、46％の子どもは、親が自分の行動に注意を払っていることを知っていたら、オンラインでの行動に気をつけるだろうと述べており、親が子どものオンラインでの行動を把握して、彼らがインターネットで危険に遭わないように導くことの必要性が浮き彫りになった。 （ＢＣＮ）
http://www.yomiuri.co.jp/net/news/bcn/20130708-OYT8T00392.htm
・女性教諭、男子児童の回答も加筆・・・栃木いじめアンケ（7月12日）
栃木市が実施したいじめアンケートで小学校の女性教諭が「いじめられたことがある」と回答した女子児童の回答に「なし」と加筆した問題で、市教委は１０日、記者会見し、女性教諭が別の男子児童の回答にも加筆したことを明らかにした。

　会見した赤堀明弘教育長は、女性教諭がアンケートの記入前に児童たちにいじめと書かないよう指導していた点などについて、「不適切だった」と謝罪した。

　そのうえで、「いじめられたことがある」「いじめを見たことある」と回答した７人を女性教諭が個別に呼び出し、うち２人に教諭自らが「ない」と加筆したことを明らかにした。

　このうち、同級生に鉛筆で腕を刺されたとした女子児童については、「いじめではなく暴力。じゃれあっただけで今は仲良くなっており、児童は納得している」と説明し、いじめではないと強調した。

　これに対し、女子児童の母親は１０日、「嫌な思いがあって無記名で回答したのに、『いじめじゃないよね』と誘導されるのは信じられない。娘は『転校したい』と言っている」と話した。

　文部科学省児童生徒課は「本人が嫌がっており、いじめとすべき。児童が訴えた重大事実で担任が介入すべきでない」としている。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20130712-OYT8T00376.htm
・性犯罪相談センター拡大、窓口一元化で二次被害防止（7月12日）

性犯罪被害者の相談窓口を一元化することで、治療から警察への届け出まで総合的に支援する「ワンストップ支援センター」が全国に広がっている。警察や病院、弁護士に何度もつらい体験を聞かれる「セカンドレイプ」を防ぐのが狙い。昨年７月に公的施設として全国で初めて佐賀県が設置した窓口には、未成年者を中心に次々に相談が寄せられ、今月下旬には福岡県も設置する。

　佐賀県の窓口は、佐賀市内の県医療センターと男女共同参画センター内の２か所にあり、社会福祉士の資格を持つ医療ソーシャルワーカーらが相談に応じている。臨床心理士会や児童相談所、医療機関などとも連携。相談者は感染症の検査や年２９回までのカウンセリングを無料で受けられる。

　今年３月までの相談総数は１３４件。EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(ごうかん),強姦)・強制わいせつが７５件（５６％）で最も多く、２年以上前の性暴力被害２３件（１７％）、親などの近親者による性虐待８件（６％）、配偶者や恋人からの暴力（ＤＶ）７件（５％）など。

　県によると相談者の約６割が２０歳未満で、加害者の７割は顔見知りや親類らの知人。障害者が就労先で性暴力を受けるなど社会的弱者の被害も目立つ。「これまでは相談先がなかったが、専門家に適切な対応をしてもらえるようになった」との声も寄せられている。

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20130712-OYS1T00773.htm
・虐待児、親に戻すか・・・苦悩の児相、案件も山積（7月25日）

児童虐待は増加の一途をたどり、全国の児童相談所（児相）が対応した件数が、ついに年間６万件を突破した。

　児相で保護した子どもが家庭に戻り、再び虐待を受けるケースも目立つ。児相と家庭支援専門相談員（ファミリーソーシャルワーカー）らが連携し、虐待で崩れた親子関係の修復を図ろうとしているが、虐待を根絶することは難しく、手探りの状態が続いている。

　◆関係修復手探り
　今年３月、関西地方にある乳児院。よちよち歩きの１歳児の横で、一回り体の大きい男児（２）が、寝返りを繰り返して移動していた。生後間もない時期に親から虐待を受けて後遺症が残り、２歳になっても、はいはいすることも、言葉を発することもできない。それでも、身をそらして棚の上のテレビを見上げ、時折、楽しそうに手足をばたつかせた。

　乳児院に保護されたのは２年前。当初、両親は男児を返してほしいとしきりに訴えた。家庭復帰に向け、乳児院にも定期的に足を運び、身の回りの世話を熱心にこなしていた。

　だが、今年に入り、乳児院を訪れる回数がめっきり減った。家庭に戻してと訴えるどころか、男児との一時的な外出や外泊を求めることさえなくなった。

　家庭支援専門相談員の女性は、「虐待を受けた子どもを家庭に戻すには、親の愛情と地域の見守りがそろっていることが必要不可欠。両親の気持ちに寄り添いながら、子どもへの愛情を深めてもらい、児相と連携して親子関係の再構築を図っていきたい」と話す。

　◆職員１人で１００件
　児童虐待をした親のもとに、子どもを戻すべきか――。厚生労働省は、児相などを対象に作成した「子ども虐待対応の手引き」で、虐待をした親と子が再び一緒に生活できることが最も望ましいと明記し、支援の目標と位置づけている。

　虐待が深刻な場合は施設入所後の家庭復帰は慎重に進めるよう注意を促しているが、虐待を受けて保護された子どもが家庭に戻り、再び被害に遭うケースは後を絶たない。広島県では昨年１０月、小学５年女児が施設から家に帰った後、母親に暴行され死亡する事件が発生。２０１１年には大阪市でも同様の事態が起きている。

　虐待の対応件数は、この１０年で２・５倍にも増えているのに、児童福祉司の増員は１・５倍にとどまっている。職員が１人で１００件の案件を抱えている児相もあり、関東地方の職員は「通報に対応するのが精いっぱい」と明かす。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130725-OYT1T00856.htm
・社会保障ナビ　里親制度の支援強化（7月30日）

　国は「里親」を増やそうとしているそうですが、どんな制度で、何が課題となっているのですか。
委託率３割以上目指す

　里親制度は、経済的な理由や病気、虐待などの事情で親が育てられない子どもを預かり、原則として１８歳になるまで家庭で育てる制度だ。現在、事情があって保護の必要な子どもは約４万人で、少子化にもかかわらず増加している。多くは児童養護施設や乳児院で暮らし、１割程度の約４３００人が里親と暮らす。

　里親には４種類あり、最も多いのが養子を前提としない「養育里親」だ。受け入れを希望する家庭が自治体の児童相談所に申請し、研修や家庭状況の確認のための訪問調査を受けた後、里親として登録される。養育里親になると、月７万２０００円（１人目）の里親手当のほか、生活費、学費などが支給される。

　このほか、虐待被害や障害などで専門的支援が必要な子どもを育てる「専門里親」、養子縁組を希望する「養子縁組里親」、扶養義務がある親族が受け入れる「親族里親」がある。里親に登録された家庭は８７２６世帯（２０１１年度末）で、８割が養育里親だ。

　欧米の主要国では、保護の必要な子どものうち、里親への委託率は５～８割にのぼる。日本でも、子どもの養育には家庭的な環境が望ましいとの考え方から、里親による養育を優先させる方針を打ち出し、制度の拡充を進めている。今後十数年で、里親への委託率を３割以上に引き上げることを目指している。

　拡充策の柱は里親家庭の支援強化だ。虐待を受けて大人への不信感を持った子どもを養育する里親が悩むケースは多く、里親が虐待事件を起こした例もある。このため、０８年から、児童養護施設や里親会、ＮＰОなどを「里親支援機関」に指定。里親が交流する里親サロンや、子どもの一時預かり、電話相談などを行っている。昨年度からは、児童養護施設などに里親支援専門相談員の配置も始めた。

　取り組みの結果、０２年度に７・４％だった委託率は、１１年度に１３・５％まで増えた。福岡市のように、担当職員の増員や支援活動の充実、啓発活動などに力を入れた結果、０４年度に６・９％だった委託率を１１年度に２７・９％まで引き上げた自治体もある。家庭的な環境で暮らせる子どもを増やすために、取り得る手立ては多い。（小山孝）

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=82064
＜子どものニュースウイークリー＞

・学校に調査組織　結果報告（7月16日）
いじめ防止　初の法律
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イラスト・スパイスコミニケーションズ（小倉治喜）
　
EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(がっこう),学校)でいじめのEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(もんだい),問題)がEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(あいつぐ),相次ぐ)なか、「いじめEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(ぼうしたいさくすいしんほう),防止対策推進法)」がEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(６がつ),６月)のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(こっかい),国会)でEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(せいりつ),成立)しました。

　いじめへのEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(ぼうし),防止)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(たいさく),対策)をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(こうかてき),効果的)にEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(すすめる),進める)ことをEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(もくてき),目的)としたEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(はじ),初)めてのEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(ほうりつ),法律)です。EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(こんご),今後)、いかにいじめをなくしていくか、学校や教育委員会の取り組みが注目されています。

　このEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(ほうりつ),法律)は、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(２０１１ねん),２０１１年)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(１０がつ),１０月)、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(おおつしりつ),大津市立)のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(ちゅうがっこう),中学校)でEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(２ねんせい),２年生)だったEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(だんし),男子)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(せいと),生徒)（EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(とうじ),当時)１３EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(さい),歳)）がいじめをEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(うけて),受けて)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(じさつ),自殺)したEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(もんだい),問題)がきっかけになりました。その後、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(もんぶかがくしょう),文部科学省)がEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(おこなった),行った)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(ちょうさ),調査)では、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(さくねん),昨年)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(４がつ),４月)からのEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(はんとしかん),半年間)にEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(ぜんこく),全国)のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(しょうちゅう),小中)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(こうこう),高校)などでEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(やく),約)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(１４まん),１４万)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(けん),件)のいじめがEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(ほうこく),報告)され、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(いのち),命)にEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(きけん),危険)がEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(およ),及)ぶなど重大なEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(じれい),事例)も２７８件ありました。

　EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(きょういく),教育)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(かいかく),改革)についてEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(はなしあって),話し合って)いるEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(せいふ),政府)の「EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(きょういく),教育)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(さいせい),再生)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(じっこう),実行)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(かいぎ),会議)」はEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(ことし),今年)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(２がつ),２月)、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(ほうりつ),法律)をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(つくって),作って)いじめEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(たいさく),対策)にEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(ちから),力)をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(いれる),入れる)よう、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(あべしゅしょう),安倍首相)にEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(ていげん),提言)し、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(こっかい),国会)でEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(かくせいとう),各政党)がEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(きょうぎ),協議)してEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(ほうりつ),法律)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(せいてい),制定)にこぎつけたのです。

　このEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(ほうりつ),法律)では、いじめを「EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(じどうせいと),児童生徒)がEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(しんしん),心身)のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(くつう),苦痛)をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(かんじて),感じて)いるもの」とEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(ていぎ),定義)し、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(なかま),仲間)はずれやEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(いんたーねっとじょう),インターネット上)のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(あくしつ),悪質)なEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(か),書)きEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(こ),込)みをEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(ふく),含)めて「EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(おこなって),行って)はならない」とEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(めいかく),明確)にEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(きんし),禁止)しました。

　対策の大きな柱は、いじめを受けた子が長期間、学校をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(けっせき),欠席)するなど重大な問題になった時には学校に調査EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(そしき),組織)をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(もう),設)ける点です。

　大津市の問題をはじめ、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(かこ),過去)にはEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(がっこう),学校)やEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(きょういく),教育)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(いいんかい),委員会)がいじめのEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(じったい),実態)をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(ひがいしゃがわ),被害者側)になかなかEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(つた),伝)えず、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(げんいん),原因)をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(つ),突)きEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(と),止)めようとするEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(しせい),姿勢)にEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(か),欠)けることがありました。

　そのため、調査結果はEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(じちたい),自治体)やEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(ひがいしゃ),被害者)にEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(ほうこく),報告)するようEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(ぎむ),義務)づけられました。

警察に通報も

　いじめた子にはEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(きび),厳)しくEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(たいおう),対応)することも強調され、命が脅かされるような時には、学校はEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(けいさつ),警察)にEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(つうほう),通報)しなければなりません。

　自殺した大津市の男子生徒の父親は法律の成立後に記者会見し、「EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(むすこ),息子)がEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(いま),今)、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(いきて),生きて)いるEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(こども),子ども)をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(たすける),助ける)ためにEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(いのちがけ),命がけ)でEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(つくった),作った)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(ほうりつ),法律)」とEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(なみだ),涙)ながらにEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(はなししました),話しました)。

　EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(ほうりつ),法律)をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(いかして),生かして)、いじめをEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(ゆる),許)さないEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(がっこう),学校)にしていかなければなりません。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/children/weekly/20130708-OYT8T00623.htm
・財政に限り、いじめ防止体制づくり課題（7月17日）

◇「滋賀の取り組み、全国の羅針盤」

　靴がなくなっていたり、迷惑な物を置かれたりはしていないか。大津市にある市立中学校で７月上旬、生徒たちが登校した後、教員がげた箱を一つ一つ確認した。

生徒たちの登校を見届けた後、教員がげた箱をチェックする（大津市内の中学校で）

　この中学では、生徒指導に関する会議を週２回、開いている。生徒間トラブルをいじめへと発展させないよう教員が教室になるべく長くとどまってもいる。こうした取り組みにより、校長（５７）は「生徒がちょっとした事でも相談してくれるようになった」と話す。一方、教員の負担は増した。「加配されれば、もっと充実させられるのだが」

　いじめを受けた大津市立中２年の男子生徒が自殺した問題を受け、６月下旬、いじめ防止対策推進法が成立した。今秋の施行に向け、自治体や教育委員会、学校がどのように法律を生かすべきか。大津市は全国の自治体を先導する立場として前向きに取り組もうとしている。

　市は今年度から、▽小中学校にいじめ対策担当教員を配置する▽担当教員を軸に、週１回程度、いじめ対応について報告する会議を開く▽いじめが疑われる事案があった場合、２４時間以内に報告書を提出する――などの対策を始めている。

　一方、同法の施行後の課題も見えてきた。

　同法は、国や県が生徒指導体制を充実させることを明記したものの、それにかかる財政措置は努力目標にとどめた。文部科学省の担当者は「財政措置は、限りある財源の中で工夫して行うもの」とする。

　大津市では、いじめ対策担当教員の加配は一部の小学校のみで、ほとんどが従来の人員でやりくりしている。ある市立中学校の校長（５７）は、いじめの根本にある問題を改善できるだけの体制強化を望んでおり、「スクールカウンセラーを常駐させ、人付き合いの苦手な子にも丁寧な指導を」と語る。

　文科省は現在、同法の運用指針を策定中で、自治体や学校の動きはまだ定まらない。自殺した男子生徒の父親（４８）は「法律は自分の思いを８０～９０％満たしてくれた」ものの、「適切な運用指針が定められるまでまだ安心できない」ため１００％には届かないとする。

　男子生徒の自殺の実態解明にあたった大津市の第三者調査委員会の委員を務め、３月から市の教育委員となった桶谷守・京都教育大教授は「いじめを受けたと友だちから打ち明けられた子が速やかに大人に相談し、解決する仕組み作りが欠かせない」と話し、近くまとまる運用指針の中身に注視する。

　父親は「滋賀でどう運用されるかが全国の羅針盤になる。それを見張るのは、地元選出の国会議員の役割だということを忘れないでほしい」と候補者に注文する。

　いじめ防止対策は緒に就いたばかりだ。きめ細やかな運用で同法の実効性を高めてほしい。それが湖国の人々の願いだ。

＜メモ＞

「いじめ防止対策推進法」１９８６年に「いじめ自殺」という概念が認識されて以来、初の法律として、先の国会で成立。審議に際し、いじめを受け自殺した男子生徒の遺族や、越直美・大津市長が意見を表明。付帯決議には、いじめを防ぐための第三者機関の公平性確保も盛り込まれた。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shiga/feature/ohtu1373552314918_02/news/20130716-OYT8T01393.htm
・成年被後見人、3832人の選挙権（7月19日）
今年３月の東京地裁の違憲判決を受けて公職選挙法が改正され、今回の参院選から認知症や知的障害で判断能力が不十分な成年被後見人も投票できるようになった。静岡家裁によると、県内で選挙権が与えられた被後見人は、計３８３２人（昨年１２月末現在）に上る。

　静岡市葵区慈悲尾の社会福祉法人「明光会」安倍寮に入所する５２～７４歳の男女７人は１８日、静岡市葵区の藁科生涯学習センターで期日前投票を行った。明光会によると、７人は、自力で投票用紙に記入できない場合、市町職員に代筆してもらう「代理投票」を利用した。

　入所者らは、１～２週間前からニュースを見たり、候補者の政策を見比べたりして情報収集。付き添った職員の市沢愛さん（３７）は「『楽しかった』という声が聞けた。選挙は社会参加の一歩」と歓迎した。

　一方、市沢さんは「特定候補に誘導しないよう配慮しながら説明するのが難しい」と課題を挙げた。

　成年被後見人の選挙権に詳しい二宮仁弁護士は「判決から実施まで短期間で準備が不十分な面がある。今回の選挙で集まった事例を積み重ね、選挙の公平性を保ちつつ、本人の意思を尊重した制度を作らなければならない」と指摘した。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shizuoka/news/20130718-OYT8T01471.htm
*産経新聞

・「子どもの貧困対策」法律制定で教育支援にも期待　渡辺敦司（7月11日）
家庭の経済状態によって子どもの将来が左右されることのないような環境を整備することを目指して、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が先の国会で成立しました。与野党が別々に法案を提出していましたが、協議により一本化し、全会一致で可決したものです。法律に基づき今後、国や自治体が有効な手だてを講じることが望まれます。

法律は、国と自治体が協力して、教育支援、生活支援、就労支援、経済的支援などの施策を策定し、実施することを義務づけています。とりわけ政府に対しては「子どもの貧困対策に関する大綱」を定めることを義務づけており、内閣府に首相を会長とする「子どもの貧困対策会議」を設けて検討するとしています。特に文部科学省に関することは、文部科学大臣が素案を作って会議に提出しなければならないと規定しているのが目を引きます。ほかの条文でも、国や自治体が「就学の援助、学資の援助、学習の支援その他の貧困の状況にある子どもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずる」としており、貧困対策における教育支援の重要性がうかがえます。

なぜこうした法律の制定が必要かというと、近年、経済格差の広がりによる子どもの貧困問題が深刻さを増しているからです。厚生労働省の調査（外部のＰＤＦにリンク）によると、国民一人ひとりを所得順に並べた時に、真ん中にあたる人の所得の半分に満たない「相対的貧困率」が１９９０年代半ばから上昇傾向にあり、２００９（平成２１）年には１５．７％と、６～７人に１人の計算になります。経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟３０か国中１２番目の高さで、先進国の中でも日本はもはや国民の多くが裕福な国とは言えなくなっています。しかも、大人が２人以上いる世帯の相対的貧困率は１２．７％にとどまっているのに対して、一人親世帯では５０．８％と、２世帯に１世帯を占めています。生活がやっとの家庭では、子どもの教育に十分お金をかけることができず、それが子どもの学習や進学に影響し、そのため社会に出ても有利な職に就くことができずに貧困状態に陥る……という「貧困の連鎖」が心配されます。

どのような家庭環境に生まれるかは子どもの責任ではありませんし、保護者の努力にも限界があります。格差がますます拡大する中、社会全体で真剣に取り組まなければならない緊急の課題となっているのです。

法律で、もう一つ注目したいことがあります。国民にも、国や自治体の貧困対策に「協力するよう努めなければならない」としている点です。

貧困対策には、経済的支援ばかりではなく、精神的な支援も欠かせません。とりわけ貧困家庭では、子どもの進学自体を最初から諦めていることも少なくありません。子どもはもとより、日々の生活に追われる保護者をも精神的に支えることで、子どもの可能性の芽を摘まないよう、さまざまな手だてを利用するよう、励ますことも求められます。それが、貧困の連鎖や教育格差を生まない社会をつくるためにも不可欠だと言えるでしょう。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/130711/edc13071116320000-n1.htm
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